
令和 4 年度  第 4 回 

理 事 会              
                日時 令和 4 年 7 月 7 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 2 階大ホール  
 

１．役員の自己紹介 

 

 

２．事務局幹部職員の自己紹介 

 

 

３. 会 長 挨 拶      

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 埼玉県医師会参与の委嘱について  
 金井会長  

 
 
 ２ ポリファーマシー対策事業について 

  丸木副会長                     県保健医療部 

  登坂（英）常任理事  
 
 

３ 令和 4 年度会費減免(追加)申請者について 

 長又常任理事 

 

 

 ４ 会長・副会長・常任理事・理事協議事項について  
 



   報 告 事 項         
 １ 役員の職務分担について  
  金井会長  
 
 
 ２ 第 151 回日本医師会定例代議員会ならびに第 152 回日本医師会臨時代

議員会の結果について  
  金井会長  
     日時：令和 4 年 6 月 25 日（土）9:30～  
        令和 4 年 6 月 26 日（日）9:30～  

場所：日本医師会館  
 

 

 ３ 郡市医師会別医師会員数（7 月 1 日現在）ならびに会員異動（6 月分）

について 

  桃木常任理事                 
 
 

４ 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年 5 月分）について  
  松本常任理事                    
    ※件数 0 件  

 
 

５ 医療事故紛争解決事例（令和 4 年 5 月分）について  
  松本常任理事                    
  澁谷理事  
    ※件数 2 件  

 
 
 ６ 令和 4 年度各種損害保険の更改について 

  登坂（薫）常任理事                 
 
 

 



 ７ 子育て相談（令和 4 年 6 月分）の報告について  
  長又常任理事                      
  田端理事  
    ※件数 2 件  

 
 
 ８ 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について  
 
 
 
   そ の 他         
 
 
 

 [ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載）  

１ 医師会及び医療機関への安全確保に資する警察からの支援について  
  （2 枚）  
 松本常任理事                        日医  
 
２ 令和 4 年度がん教育総合支援事業  がん教育「外部講師活用研修会」

の開催について（4 枚）  
 長又常任理事                    県教育委員会  
 
３ 病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについての一部改正に

ついて（72 枚）  
 登坂（英）常任理事                     日医  
 
４ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射剤の限定出荷解除について

（4 枚）  
 登坂（英）常任理事                 県保健医療部  
 
５ プロポフォール製剤の限定出荷解除について（6 枚）  
 登坂（英）常任理事                 県保健医療部  



埼玉県医師会 参与の委嘱について 
（資料なし） 

 

金井会長

第13章　参　与
（参　与）
第65条　本会に、理事会の決議を経て、10名以内の参与を置くことができる。
２　参与は、会長の定めるところにより、専門的事項について会務に参画する。
３　参与は、会長が委嘱し、その任期は、会長の任期による。



薬 第 ３ ０ １ 号 

令和４年７月１日 

 

一般社団法人埼玉県医師会 

 会長 金井 忠男 様 

 

 

埼玉県保健医療部長 山﨑 達也（公印省略） 

 

 

ポリファーマシー対策事業について（依頼） 

 

 保健医療行政の推進につきまして、日頃御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、高齢者の多くは、複数の疾患を抱え複数の医療機関に通院するなど、重複・多

剤の服薬をしている恐れがあります。多剤併用により、有害事象のリスク増加、服薬過

誤、服薬アドヒアランス低下など、様々な問題が発生することが懸念されます。 

そのため、県では薬局薬剤師による他職種と連携したポリファーマシー対策事業を今

年度も実施いたします。一般社団法人埼玉県薬剤師会への委託事業として、８月から開

始する予定です。 

この事業では、国の保険者努力支援制度の「重複・多剤投与者に対する取組」を活用

し、重複・多剤投与患者を対象として、薬局薬剤師が多剤併用による有害事象などの発

生について聞き取ります。その内容を受診医療機関の医師に「重複投薬等に係る報告書」

を用いて情報提供を行うこととしています。 

つきましては、貴会会員の皆様には、薬局薬剤師から患者の情報提供があった際には、

その内容を御確認いただき、当該患者の処方に役立てていただくなどポリファーマシー

解消への取組に御理解・御協力をくださるようお願いいたします。 

また、県内郡市医師会あて御周知くださるようお願いいたします。 

 

【参考資料】 

 １ ポリファーマシー対策推進事業の概要 

 ２ 処方医への事業案内 

 ３ 重複投薬等に係る報告書（情報提供書） 

 

 

担 当：薬務課総務・温泉・薬事相談担当（羽毛田） 

電 話：０４８－８３０－３６２４ 

E-mail：a3620-01@pref.saitama.lg.jp 

丸木副会長 登坂（英）常任

mailto:a3620-01@pref.saitama.lg.jp


■ 目的

■ 方法

令和４年度 薬局のかかりつけ機能強化推進事業

ポリファーマシー対策推進事業

埼玉県保健医療部薬務課

高齢になると、疾病の数が増え、複数の医療機関に受診することで、重複・多剤
の服薬をしているおそれがある。多剤併用により、有害事象のリスクの増加や、
服薬管理が困難になり、服薬過誤、アドヒアランスの低下など様々な問題が生じ
ることが懸念される。
こうした問題を解消するため、薬局薬剤師が他職種と連携してポリファーマシー
対策を実施する。

重複・多剤投与者を対象に、薬剤師会、保険者、医師会が連携して対策を実施。

【委 託 先】一般社団法人埼玉県薬剤師会

【対 象 者】（A）市町村国保から通知を受け取った患者
（市町村国保がレセプトデータから対象患者を抽出して通知を行う）

〔抽出条件〕
・重複・多剤 * 処方が直近3か月のうち2か月以上該当するもの

（がん、精神疾患、血友病などに関する処方は除く）
* 重複…同一月内に同一薬効を持つ医薬品が処方されているもの

多剤…同一月内に10種類以上の医薬品が処方されているもの

（B）薬局薬剤師が処方医への情報提供が必要と判断した患者
（重複投与、慎重投与、検査値、飲み忘れが多いなど）

【実施の流れ】

《令和3年度事業成果》

・ 対 象 者 ：薬局薬剤師が情報提供が必要と判断した患者 … 49 人

（事業報告書に不備のあった21人を除く）

・ 処 方 変 更 ： あり … 19 人

なし … 30 人 理由：医師判断 … 20人

患者が見直し提案を拒否 … 10人

・処方薬削減数：0～4 剤（平均薬剤削減数1.8 剤/人）

※ 0剤 … 薬剤変更のみで処方薬剤数に変更がない場合

市町村国保からの通知を
受け取った患者が、
薬局薬剤師に相談

薬局薬剤師が対象患者から服薬状況などを聴取

薬局薬剤師が医師への
情報提供が必要と判断

（B）の対象者（A）の対象者

薬局薬剤師が聴取結果を医師に情報提供

必要に応じて医師が処方を確認

ポリファーマシーの解消

・重複投与
・慎重投与
・飲み忘れが多い など



※「重複投薬等に係る報告書」とともに処方医へ送付します。

医療機関名
担当医氏名 先生

一般社団法人埼玉県薬剤師会
薬局名
担当者名

【対象者】
 １.「重複・多剤投与者に対する取組」の対象者
   ※市町村国保がレセプトデータから対象患者を抽出して通知

    抽出条件：重複・多剤*処方が直近3か月のうち2か月以上該当するもの
         （がん、精神疾患、血友病などに関する処方は除く）
          *重複：同一月内に同一薬効を持つ医薬品が処方されているもの
            多剤：同一月内に10種類以上の医薬品が処方されているもの

 ２.薬局薬剤師が処方医への情報提供を必要と判断した方

★令和3年度成果：処方医との連携により、49名中19名の処方内容が変更となった。
（平均薬剤削減数：1.8剤/人）

一般社団法人埼玉県薬剤師会

令和４年  月  日

 埼玉県薬剤師会では、埼玉県からの委託事業として、昨年度に引き
続き「ポリファーマシー対策事業」を実施しています。
 対象者について、別添の重複投薬等に係る報告書をお送りいたしま
すので、必要に応じて処方の御確認をお願いいたします。
 ポリファーマシーの解消につながるよう、積極的な御協力・御支援
をお願い申し上げます。

ポリファーマシー対策事業 （埼玉県委託事業）
 この事業では、ポリファーマシーの解消に向けて、保険者努力支援制度の「重
複・多剤投与者に対する取組」などを活用し、以下対象者に薬局薬剤師が服薬状
況などを聴取し、その結果を処方医に情報提供しています。
 処方内容が変更された場合、薬局来局時に薬剤師が服薬状況・体調の聴取を行
います。



※この様式をもって、薬局が各受診医療機関へ情報提供いたします。

医療機関名
担当医氏名 先生

薬局名 患者番号
連絡先 担当者

患者氏名 性別
生年月日
住所
電話番号

以下の通り、重複投薬等の状況について報告いたします

★受診中の医療機関、診療科等に関する情報

No
1
2
3
4

★現在服用中の薬剤一覧
対象薬剤 患者意向 医療機関No

★薬剤師からの提案

重複投薬等に係る報告書
令和   年  月  日

   年   月   日生
   男性 ・ 女性

医薬品名 情報提供理由など（その他）

医療機関名 診療科



会費減免申請者(追加)

埼玉県医師会会費減免規程第4条の規定に基づぐ会費減免申請者

郡市医師会名 会員区分 氏名 生年月日 年齢 事由 期間

大宮医師会

B

杉山倫子 昭和60年1月27日 37 出産育児 1期から

北葛北部医師会 A 木村貝. 昭和20年12月25日 76 疾病 1期から

長又常任



令和4・5年度埼玉県医師会会長・副会長・常任理事職務分担

役職 氏名 主要業務

  会長 金井 忠男統括

副会長 水谷元雄総務、情報システム、広報、医事相談・事故調、勤務医、総合医局・女性医師、医療政策

〃

廣澤信作医療保険、在宅医療・介護、救急医療、病院、看護、地域医療構想、産業保健

〃

丸木雄一
経理、会館運営、地域医療、学術、福祉、母子保健、災害支援、警察、学校保健、小児医療、認知症、
自殺・うつ対策

常任理事   桃木茂総務、救急医療・病院、医療政策

1
> 松本眞彦医事相談・事故調、警察

π

  登坂薰災害支援、会館運営、福祉（医賠責等各種保険含む）、耳鼻科救急

〃

松山眞記子広報（会誌・FAX)、総合医局・女性医師、看護、勤務医

〃

長又則之経理、母子保健、子育て、学校保健

〃

寺師良樹学術、産業保健

〃

鹿嶋広久在宅医療・介護、地域医療構想、小児医療

〃

小室保尚情報システム、医療保険、労災・自賠責

〃

登坂英明地域医療、認知症、自殺・うつ対策

1

金井会長



令和4・5年度埼玉県医師会理事職務分担

氏名 主要業務

  松本郷 医政（連盟）、総合医局・女性医師、警察

川嶋賢司 救急医療・病院

森野一英 広報（会誌）

小笠原忠彦 医事相談・事故調

太田万郷 健康スポーツ、看護・コメディカル

関谷治久 会館運営.学術

丸山泰幸 総務、救急医療・病院、医療保険、医療政策（副）

金子健二 看護*コメデイカル

  土屋崇 産業保健

澁谷純一 医療保険、医事相談・事故調

正田政一郎 学校保健（眼・耳・運動器）

風間浩美 医療保険、小児医療

今村惠一郎 有床診療所対策、医事相談・事故調

細谷雄治 経理、税制

飯嶋淳滋 情報システム

  清水要 医療保険、勤務医、在宅医療・介護

田端裕之 総合医局・女性医師、小児医療、母子保健、子育て

鮫島弘武 災害、医療保険

富沢峰雄 在宅医療・介護

  阪正晴 医療保険

  内田治 福祉、学術、産業保健

今城俊浩 医事相談・事故調

佐藤達也 学校保健、感染症、予防接種、母子保健、子育て、小児医療

  林文明
認知症、自殺・うつ対策、学校保健（精神・発達）、母子保健
(精神合併妊婦）

竹田広樹 がん検診、特定健診、難病・特定疾患対策

田原泰久 臨床検査精度管理、共同利用施設

  齋藤卓 広報(FAX)、救急・病院

鈴木仁志 在宅医療・介護

田口 理史 医事相談・事故調

松本吉郎 医事相談・事故調

  竹並麗 総合医局・女性医師、勤務医、在宅医療・介護

西村直久 医療政策（主）、地域医療、救急・病院

2



第152回日本医師会臨時代議員会代表質問

順番地区名都道府県議席番号 氏名 答弁役員 質問タイトル 頁

1

東京 東京都 3 0 猪口正孝 松本会長
日本医師会の訴求力と持続可能な医療につ
いて

1

2

近畿和歌山県 2 6 1 木下智弘 渡辺常任理事
人生100年時代に向けた予防・健康づくりの
推進を成就するために、これからの健康教
育、特に学校医等の在り方・役割について

3

3 関東
甲信越

茨城県 6 9 鈴木邦彦 釜葱常任理事

かかりつけ医の制度化の動きへの日医の対
応およびコロナ禍を踏まえた地域包括ケアシ
ステムの構築と地域医療構想の実現に向け
た日医の方針について

4

4

中部 岐阜県 1 5 6 淨4舁みどり 松本会長 日本医師会への入会促進

6

5 中国
四国

山口県 2 8 5 沖中芳彦 松本会長
有事を見据えた日本医師会役員選挙制度に
っいて

7

6

東京 東京都 5 9 水野重樹 神村常任理事
産業医研修会、産業医研修記録のデジタル
化

8

7

北海道北海道 3 6 7 磁織ず城守常任理事宿日直許可基準の要件について 1 0

8

東北 秋田県 1 5 ホ泉ひろみ 宮川常任理事
医療に関する消費税問題の抜本的解決に向
けた日医の取組みについて

11

9

中部 富山県 1 4 5 村上美也子 釜菊常任理事子宮頸がん予防ワクチン接種促進に向けて 1 2

10 近畿 大阪府 2 0 8 高井康之 長島常任理事
厳しさを増す政府の医療政策への日医として
の対応方針決定の今後のあり方について

1 3

11
関東
甲信越

群馬県 8 2 川島崇 城守常任理事
今回の診療報酬改定における「感染対策向
上加算」等について

1 4

1 2 九州 福岡県 3 2 3 菊池仁志 城守常任理事

     .. ・ン，-・.ン- ノ... '・

診療報酬改定について 1 6

1 3 九州 長崎県 3 2 9 釣崇仁 城守常任理事外来感染対策向上加算の算定について 1 7

14 近畿 滋賀県 1 9 4 越智眞一 神村常任理事特定化学物質等予防規則の廃止について 1 8

1 5
中国

四国
香川県 2 9 5 若林久男 城守常任理事

全国の勤務医の意見を集約し、日本医師会
の施策に反映させる具体的体制の構築につ
いて

1 9

1 6 東北 宮城県 1 0 安藤翻二郎 江澤常任理事
地域包括ケア病棟の在宅や介護施設からの
患者の受け入れについて

2 0

1 7 九州 福岡県 3 1 5 松浦弘 宮川常任理事ジェネリック医薬品について 2 1

※議席番号323番の菊池代議員、議席番号329番の釣船代議員の質問は一括質問ーー括答弁となります〇

27

26

26

27

30

28

22

23

29

25

24

24

24

30

29

25

28

答弁



代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

30   猪口正孝 東京都

題 名

日本医師会の訴求力と持続可能な医療について

背 景

日本医師会の全医師における組織率は約51%であリ、若い医師の入会が

少ない地域の医師会では、活動継続の危機に直面している。これまで組織

率を向上させるために勤務医委員会からの「勤務医の組織率向上に向けた

具体的方策」をはじめ多くの提言がなされ、地区医師会で地道な努力が続

けられているが、顕著な成果には結びついていない。医師会に入会し、医

師会活動を行えfiその存在意義についてほとんどの医師は理解し納得する

が、活動に接していない医師に理解してもらうことは難しい。考えてみれ

ば、未入会医師は国民と同レベルの情報量の中で、国民と同じように医師

会をとらえておリ、未入会医師は国民が医師会に持つ印象とほぼ同様の印

象を抱いているに違いない。すなわち若い医師会員を増やすには、国民に

支持される医師会になることが重要である。

コロナ禍において、医療現場はコ□ナに立ち向かうヒーローになった。

日本医師会も医療の専門家として多くの表舞台に立たれていたが、報道に

も問題があると思うが、これを機として国民から強い支持を得られるよう

になったようには見えない。さらに、今回の日本医師会役員選挙では、診

療報酬改定が体制転換の発端との報道により、日本医師会は利益重視の圧

力団体として扱われ、国民と同等の目線でいる若い医師にすれば、入会す

る気にはとてもなれないであろう。

医療とは国民に寄り添い、健康で安心な生活を送れるように専門家が提

供するものである。主体は国民にあり、国民のニーズを敏感にとらえ、そ
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れを実現するために医師会は発言し行動すべきである。オンライン診療も

リフィルも国民からのニーズを反映するもので、大学で勤務している若い

医師には全く違和感のない話に対して、日本医師会は真っ向からの反対で

はな く柔軟な解決策の提案が十分になされたのであろうか。

医療財源の問題とかかリつけ医にまつわる一連の議論は、1 983年の「医

療費亡国論」の出現以来であり、人頭払いなどの厳しい規制に対抗するた

めであろうが、医師会は国民皆保険、自由開業、フリーアクセス、かかり

つけ医そしてプロフェッショナルオートノミーなどの医師会用語を駆使し

て主張を続けている。経済成長はほとんど止まり、高齢社会となり、デジ

タル化は世界から周回遅れである現状を考えれば、財源、医療資源の地域

格差、医師個人の能力的限界などの厳しい現実を無視した、宙に浮いた議

論となってはいないだろうか。日本医師会が医療と医師会員を守ろうとす

るとき、遠卷きの国民目線の中に若き医師たちの視線が紛れていることに

留意しなくてはならない。若き医師たちの離反を引き起こさないよう、夕

ブー視している問題にも柔軟にのぞむ姿勢こそが必要とされる。医療の継

続性も日本医師会の存続も実は表裏一体であり、日本医師会の国民に向き

合う姿勢にかかっているように思える。

質問事項

新執行部は

1.日本医師会がこれまで作り上げてきたあるべき論にこだわることな

く、これからの医療提供体制について、タブー視はせずに様々な事象につ

いて議論を俎上にあげる意思はあるのか。

2 .また、そうした医師会改革はどのような体制によって築いていく所存

 か問う。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）目安とする。
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代表質問用紙

雛番号 氏名 都道府県

261 木下智弘 和歌山県

題 名

人生100年時代に向けた予防・健康づくりの推進を成就するために、これからの健康教育、特に

学校医等の在り方・役割について

背 景

令和4年度日本医師会事業計画の5番目に「人生100年時代に向けた予防・健康づくりの推

進」が掲げられています。事業計画にあるように確かに、超高齢社会の在り方等を考えたとき、

その基盤となるのは国民が健康であることであり、WHOの健康の定義のように身体的・精神的・社

会的に健全であることに加え、重要なことは疾病を抱えていてもこれら全てに対し個々の特性に

応じて自分らしく生活できることであると考えます。それには、個々人に対して質の高い予防・

健康づくりに生涯を通じて関わる「かかりつけ医」の支えが重要になってきます。

しかし、一方で、青年期等の比較的健康な時期には「かかりつけ医」を持たず、そのためその

後の特定健診、がん検診等受診率の低迷等の一要因とも考えられ、一度固定化した不健康な生活

習慣の修正は「かかりつけ医」のみの努力ではしばしば困難を伴います。そこで、乳幼児期、学

勤!、青年期、壮年期、老年期を一生画呆健と位置付け、個々のライフサイクルに応じた様々な

健劇青報を正しく判断できる力、健康リテラシーを広く押し進めることが重要であり、なかでも

学童期における健康教育はその後の一生涯の健康リテラピーに大きく影響を与えるのではないか
と考えます。そのような背景のもと、学校現場では学習指導要領の改訂により従来の伝達する知

識・揃旨だけではなく、主体的に学ぶ力と人間性を養うような教育方針が求められています。

そのうえで、学校医等としての役割にも言及したいと思います。日医事業計画の3番目に、か

かりつけ医を中心とした地域医療提供体制の確立・充実として学校保健への取り組み（生涯保健

としての健康教育を含む）が掲げられ、予防.健康づくりの推進の重要性についての日医の見解

をお示しいただきましたが、具体的な内容には言及されていません。この度、日医として都道府

県医師会に対し「学校保健の取組に関するアンケート調査実施」が実施されたことにより、今後

具体的な対策を望みます。

また、成育基本法を基盤とし「こども家庭庁」が創設されますが、その結果、<庁再編成等も

考えられます。一生涯保健としての取り組みの中心的となる役割について、そのなかで学校医と

しての役曹|を日医として明確にし、これからの健康教育、特に学校医等の在り方・役割について

具体的な方策をお示しいただきたく以下の質問をしたいと思います。

質問事頃

  1) 日医として、こども家庭庁創設後の関係行政とのについての方針を伺います。特に学校

保健、学校健診等に内閣府、文科省、厚労省等の関与をどのようにMするの;M司います。

  2) 学校医等の「がん教育」を含めた健康教育、特に学校医の在り方・役割を明確にしていただ

き具体的なや法律等を示す現在版「学校医の手引き」等の発刊について、その予定はあ

るのかを伺います。

  3) 学校医、産業医等も「かかりつけ医」と同様に地域社会における医療を支える重要な位置付

けと考えますが、学校医等の地位向上と妥当な対価を求めたい。

  4) そのうえで学校医/就任を敬遠することのないような具体的な方策について日医のお考えを伺

います。

※背景と質問事項をあわせて代表質問は1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

69 鈴木邦彦 茨城県

題 名

かかりつけ医の制度化の動きへの日医の対応およびコロナ禍を踏まえた地域包括

ケアシステムの構築と地域医療構想の実現に向けた日医の方針について

背 景

かかりつけ医の制度化の報道が地域の会員に不安を与えている。

大病院が懸命に新型コロナウイルス感染症の重症患者の治療を行っているのに、

かかりつけ医が発熱患者を診ない、かかりつけ患者を断る、中小病院が新型コロナ

患者を受け入れないなどの報道を受けて、対応に尽力しているかかりつけ医機能を

持つ多くの診療所、有床診療所、中小病院のかかりつけ医と職員は傷ついた。

実際には、診療・検査医療機関として活動中のかかりつけ医は、一般診療を行い。

ながら発熱患者に対応するとともに、個別や集団でのワクチン接種にも協力して来

た。かかりつけ医自身や職員および一般患者の感染防止対策に細心の注意を払いな

がら2年以上に渡って続くコロナ禍での態勢に疲労の色が濃い。

それにもかかわらず、財務省が主張する「かかりつけ医の利用希望者の事前登録

制」だけでなく、去る5月17日に行われた全世代型社会保障構築会議の議論の中間

整理においても、「今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機

能が十分に作動せず総合病院に大きな負担がかかった」として、「かかりつけ医機

能が発揮される制度整備を含めた国民目線での改革を進めるべき」と記載された。

かかりつけ医機能については、日医は2013年8月6日に公表された社会保障制度改

革国民会議報告書を受けて、その2日後の8月8日に発表した日医・四病協合同提言

においてかかりつけ医機能の充実・強化の必要性を掲げ、2016年度から日医かかり

つけ医機能研修制度を開始している。

また、先進各国を見てもすべて登録制の家庭医制度が導入されている訳ではない。

もしイギリスのGPのような制度化が行われれば、住民はまず予め登録をしたGP診

療所を受診することになるので、確かに診療を断わられることはなくなるが、元々

基本的に受診は予約制なので、通常でも2週間ほど待つことになる。患者にとって
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も利便性の高いフリーアクセスの廃止を、わが国の国民は受け入れるだろうか。

フランスでは、イギリスのGPのような厳格な制度を拒否した後、自由開業医制を

守るためにより緩やかな家庭医制度を受け入れざるを得なくなったが、元々卒業後

の試験成績により下位半分ほどが一般医になることになっていたため、現状を変え

ないことで何とか導入することができた。

一方ドイツは、わが国と同様にフリーアクセスを維持したままコロナ禍を乗り切

ったが、その背景には、わが国の医師会に相当する保険医協会に保険医全員の加入

が義務付けられており、コロナ対応を断りにくい状況にあった。さらにドイツは自

由開業医制でなく、家庭医を含む各専門医の計画的配置を保険医協会が自ら行って

いる。

わが国のかかりつけ医は、欧米と異なり高齢になっても高い使命感を持って診療

を継続される方が多い。そうした特徴を前提とした新興・再新興感染対策を考える

必要がある。

質問事項

  ①現在のかかりつけ医の制度化の動きに対して、日医執行部はコロナ禍も踏まえたわ

が国のかかりつけ医の在り方をどのように考えているのか見解を伺いたい。

  ②コロナ禍での混乱の原因は、高度急性期病院の集約化と地域包括ケアを支える地域

密着型中小病院の分散化が十分行われていなかった影響も大きいと考えられるが、

コロナ禍を踏まえた地域包括ケアシステムの構築と地域医療構想の実現について、

0医執行部はどのように考えているのか見解を伺いたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙
議席番号 氏名 都道府県

156 伊在井みどり 岐阜県

題 名

日本医師会への入会促進

背 景

日本医師会が医師を代表する団体であり続けるためには、医師の入会促進は喫緊の

課題です。国に対し医療政策を提言し、実行を求めていくためにも組織率の向上は不

可欠です。しかしながら、日医の組織率は平成14年度の59. 75%から年々低下して

令和2年度には51.05%となっており、近い将来50%を切る恐れもあります。

岐阜県では昭和61年に勤務医部会を創設し、勤務医の県医師会費を9, 000円に据

え置いて入会促進を図っていますが、郡市区医師会から日医までの会費は年間

40,000円を超えることが大きな負担になっております。また、郡市区医師会、県医師

会をまたいでの異動の際にはいちいち退会と入会の手続きを繰り返す必要があるな

ど、大変煩雑です。さらに日医の医師会組織強化検討委員会の報告書にありましたと

おり、県や郡市区医師会までの入会に留まっている医師約3万人の日医加入促進は、

組織率向上の大きな鍵になると考えます。

人生1〇〇年時代と言われ定年後も働き続ける医師が増え、働き方改革においては地

域での医師不足が叫ばれる中、シルバー医師、女性医師の力は益々必要となっていま

す。今後Jターン、Iターン、Uターンを希望される医師が増える可能性もあり、県

や郡市区の医師会にとっても大きな力となります。

この際、会費を減額し入会や異動の手続きを簡略化することで、勤務医やパートタ

イマー、フリーランス、定年リタイア後の医師を含めて、できるだけ多くの医師が医

師会に容易に所属できるようにする。そして医師会に所属することで医師会から様々

な支援や、地域における医療活動の場を得られやすくすれば、医師会に入ることのメ

リットも実感しやすくなるのではないかと思います。このような観点から以下の質問

をさせていただきます。

質問事項

  ①C会員の多くは研修期間終了後に医師会を退会されてしまいますが、研修期間終了

後も会員に残りやすくするようB会員会費28, 000円を半額等に減額できないでしょ

うか。同様に退職後の勤務医会員に対しても減免はご検討いただけないでしようか。

  ②地域医療を守るために県内の地域をまたいで異動する勤務医は、退会届を不要とし

異動届のみで異動を可能とするなど手続きの簡略化をご検討いただけないでしよう

 か。

※背景と質問事項をあわせては1，400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号   氏名 都道府県

285 沖中芳彦 山口県

  題名 有事を見据えた日本医師会役員選挙制度について

  背景 本年3月2 7日に開催された第150回日医臨時代議員会の第2号議案

「日本医師会定款・諸規定一部改正の件」で、今村副会長は、「書面によ

る議決権行使を、役員改選を伴う定例代議員会に導入することは、たとえ

ば無記名投票下でいかに秘匿性を担保するのか、あるいは立候補者が当日

立候補を辞退した場合に当該候補者に投票した際の対応や再投票（決選投

票）になった場合の対応等の問題により、現時点では困難と考えている。」

と説明され、さらに代議員からの質問に対し、「現実的にはいくつも解決

すべき課題があるため、現状では対面以外で役員選挙を行うことは非常に

困難だと理解しているが、最悪の場合のことを常に考えて準備だけはして

おかなければならない。しかし、先ほどの課題について具体的な解決策が

あるのかどうかも含めて検討はするつもりであるが、対面での選挙を前提

にして考えている」と述べられた。

2年前の選挙は、今ほどには実態の明らかとなっていなかった新型コロ

ナウイルス感染症に対する不安の中で、全国から関係者が日医会館に集合

し、全員がマスク、フェイスシールドを着用し、異様な雰囲気の中で実施

されたが、5月2 5日まで東京都は緊急事態宣言下にあり、これが1か月

遅れていれば、対面での選挙が実施できたであろうか。

今後、強毒性の新型コロナウイルスが発生することはないのか。さらに

未知の新興感染症や大規模災害発生時などにも、対面で選挙を実施するこ

とができなくなることはあり得ないことではない。実際、前回まで2回連

続で対面での代議員会開催が見送られている。

今村副会長のご回答の「対面での選挙を前提」に異存はないが、「最悪

の場合のことを常に考えて準備だけはしておかなければならない」ことは

尤もである。しかし、ご回答では検討の時期が曖昧のように感じられた。

早急に準備のための議論を開始すべきではないか。

質問事項 基本は対面であり、適用にあたっては慎重な判断を要するのは当然では

あるものの、有事の際に関係者が一堂に会する事なく役員選挙が実施でき

る体制を早急に整えることは必要と考えますが、いかがでしょうか。改め

てお尋ねいたします。

※背景と輩[問事項をあわせて1400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

59 水野重樹 東京都

題 名

産業医研修会、産業医研修記録のデジタル化

背 景

2021年9月1日に設置されたデジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔と

しています。日本医師会においても、医療界では遅れているDXを推進して

いかなければなりません。WEB会議、WEB研修会の開催は、多くなったと実

感します。

産業医の研修は、厚生労働省令で定められおり、その翠件を備えた者

(法人）として日本医師会が、指定産業医研修機関として厚生労働大臣指

定を受けています。したがって、日本医師会は業務規定を遵守し、研修会

を開催していますが、実施の変更がある場合には、厚生労働大臣に届け出

が必要となります。研修会の本質から外れなければ、この労働省令を遵守

して、変更を行うことができるかと思います。

この点を考慮して、現社会状況の変化に応じて、研修会の在り方を考え

なければなりません。現在までの産業医研修会は、厳密な管理の下、開催

されていますが、その研修会の本質を鑑みますと、研修により医学知識を

修得し、労働者の健康と生命を守ることでもあります。昨今の社会構造の

変化、産業の変化に対応すべく多岐にわたる産業医活動は、時に個々の産

業に関わる専門知識を必要とする場面にも遭遇し、日々知識のアップデー

卜が必要な状態になっています。

8
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現産業医研修会は、決められた場所、限られた人数で開催されていま

す。ところが、産業医にとって知識のアップデートは必至であり、機会が

あればできるだけ研修会に参加し、知識を会得しなければなりません。そ

こで、この度のデジタル庁設置のタイミングで、日本医師会もWEB研修会

やe-learningの導入について研修会の在り方等を再考し、速やかなデジタ

ル化の対応が必要と考えます。

また、年金手帳もカード化される方向となっている今こそ、日本医師会

発行の医師資格証の活用により、研修記録を残すことも可能と考えます。

同時に、産業医研修の記録のシール・手帳も廃止が可能となり、関係事務

局の業務負荷も軽減され、働き方改革の一端を担うことになると思いま

す。日本医師会非会員に対しても、日本医師会入会動機にもつながると思

います。仮に入会していない産業医研修会参加希望の医師にも、日本医師

会認定産業医カードの発行を行い、日本医師会認定産業医の一括管理も可

能となります。産業医の分布所在の把握は、地域産業にも少なからず影響

を及ぼすと思われます。また、勤務医や若手医師は、産業医資格修得につ

いての意識も高く、研修会参加も多数あります。日本医学会総会でも、産

業医研修会参加希望者は、毎回多数あります。これは日本医師会認定の産

業医資格を通じて日本医師会の組織カアップにも繋がると思います。そし

て日本医師会における若手医師の活躍は、将来の医療界を発展させる原動

力であり、国民の安心にもつながります。

質問事項

産業医研修会・研修記録のデジタル化に向けて、日本医師会の具体的な

対策を伺います。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

367 鈴木伸和 北海道

題 名

宿日直許可基準の要件について

背 景

2024年から始まる「医師の働き方改革」は、医師の健康を守り、適切な勤務環境

を確立することで、特に医師不足が深刻な地方での医師確保や医療の質の維持向

上、地域医療の堅持につなげる大きな意義があります。

ただその一方で医師の地域偏在が著しい本道においては多くの医師が常勤先以外

の医療機関に勤務することで地域医療が成り立っているという実情があり、医療機

関の「宿日直許可」取得の有無が地域医療を維持してゆくための重要な鍵となりま

す。ここで一番の障壁になっているのが許可の基本的条件となっている「一人当た

りの宿日直を、宿直は週1回、日直は月1回に収める」というものです。

日本医師会は、3月18日厚生労働大臣に対して、四病院団体協議会並びに全国有

床診療所連絡協議会と共に、医師の宿日直が一般業種と異なり、救急外来、入院患

者対応といった気を張り詰めた業務が一定程度発生することや、宿日直中であって

も応召義務があるため対応しなければならないこと、多くの医療機関が自院の医師

だけでは対応できず大学病院からの応援に依存しているといった特殊性から、医師

独自の宿日直基準を設けること等を求める要望書を手交しました。この共同要望書

では、I)宿日直許可自体の判断基準、2)宿日直許可の回数等、3)行政の対応、

4)罰則規定の取扱いの改善を求めております。そして、2)の宿日直許可の回数等

については（1)医師の健康に配慮しつつ、地域医療提供体制を維持するために、

医療機関における各医師の宿直を月8回、日直を月4回まで許可を認めていただきた

い。（2)宿日直回数については、他の医療機関に宿日直の応援に行く医師の場

合、派遣元と応援先の宿日直回数をそれぞれ分けて取り扱うこととしていただきた

い。（3)各々の医師の連日の宿日直について許可を認めていただきたい。として

います。

北海道医師会では今年5月に道内三医育大学、病院団体、行政を交えて医師の働

き方改革に関する意見交換会を行いました。三医育大学は広域分散な地域特性を有

する本道において大学からの医師派遣により地域医療が堅持されている実情を十分

に理解されており、医師の時間外労働の上限規制適用開始後も引き続き地域医療を

支えるため尽力いただける姿勢を示していただきました。しかしその一方で宿日直

許可を取得できていない医療機関への医師派遣については、今後、極めて厳しくな

るだろうとの見解でもありました。

医師の絶対数が少ない地方の中小病院においてはいかに努力をしようとも現行の

宿直週1回、日直月1回は土台無理な話と言わざるを得ません。なんとしても宿日直

許可基準を緩和していただかないとこのままでは地域医療は崩壊します。

質問事項

医師の宿日直許可基準緩和についての共同要望については多方面から様々な意

見も出ているようですが、現在の進涉状況、今後の見通しについてお示しくださ

い0

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙
議席番号   氏名 都道府県

15 小泉ひろみ 秋田県

題名

医療に関する消費税問題の抜本的解決に向けた日医の取組みについて

背景

1989年に消費税が導入された当初から、社会保険診療は非課税とされ、本来の受益者である

患者に消費税を転嫁することができない。そのため、診療を行うための設備や診療機器、医薬

品の購入などにかかる消費税を控除することができず（控除対象外消費税）、多くの医療機関

にとって、大きな負担となっている。

日本医師会は、この医療に関する消費税問題について、抜本的解決を目指して活動してきた。

1994年9月の医業税制対策本部中間報告以降、消費税課税（ゼロ課税、軽減税率）を税制改正に

おいて要望し、2016年3月の医業税制検討委員会の答申では「診療報酬に仕入税額相当額として

上乗せしている2.。89%を上回る負担分を税額控除（還付）する」仕組みを提言しているが、何

れも実現していない。この間に、診療報酬の中に消費税分が上乗せされていると説明されてき

たが、2018年にその補填に過不足があることが明らかとなり、その時点で改めて控除対象外消

費税が議論されたが、2019年に現行の仕組みの中で精緻な補填が約束されて決着し、この段階

で日本医師会は「“現行制度のもとでは”解決をみた」と結論付けた。

少子高齢化社会における社会保障の持続可能性を考える時、その財源となる消費税の増税は

避けられない。一方で、コロナ禍で疲弊し、体力を失っている医療機関にとっては、売上税と

しての性格を持ち、収支が赤字でも納めなければならない消費税の負担感はこれまでより遥か

に大きくなっている。次の増税が医療機関の致命傷になりかねないとの強い危機感を持ち、早

期の、抜本的解決に向けての取り組みが必要と考える。

質問事項

  1. 現状の「医療に関する消費税問題」に対する日医の見解を伺いたい。

  2. 今後の、抜本的解決に向けての具体的な取組みについて伺いたい。

※背景と質問事項を合わせて1，400字（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

145 村上美也子 富山県

題 名

子宮頸がん予防ワクチン接種促進に向けて

背 景

2022年4月より約9年のブランクを経てようやく子宮頸がん予防ワクチンの積極

的勧奨が再開されました。2013年に積極的勧奨が中止されてからは、対象年齢

の女性に定期接種であることの情報さえ届かず、全国での接種率は1%未満とい

う状況が続きました。富山県医師会では接種率向上を目指し、接種に対する不

安や迷いのある保護者や本人に対し、かかリつけ医による丁寧な説明を行い、

2020年度の接種率は富山県全体で20%を超えました。今後はキャッチアップ世

代を含めて、さらに接種が拡大することが期待されますが、接種の条件は同じ

であり、接種が進めば再びさまざまな有害事象の出現が予想されます。有害事

象の多 くには予防接種ストレス反応ISRRが関与するとされていますが、9年前

には有害事象に対する十分な初期対応が行われない例も認められており、その

結果患者さんが本来受けるべき医療から乖離し、未だに症状に苦しむ方たちが

います。ようやく再開となった接種を再び中断するようなことがあってはなり

ません。多忙な診療の中での有害事象への対応は医療側に大きな負担とは思い

ますが、「多様な症状Jに対し、ワクチンとの関連の有無に関わらず、症状を訴

える患者さんに受容的に対応するなどの十分な配慮が必要と認識されていま

す。今まで以上に医療が果たさなければいけない役割は大き く なっていると言

えるでしよう。

国はこれまで「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診

療にかかる協力医療機関の選定』を行い、さらに医療体制強化のための地域ブロ

ック拠点病院を指定しました。最初に症状を訴える患者さんを接種医療機関や

かかりつけ医で対応し、状況に応じて協力医療機関や地域ブロック拠点病院へ

つなげる体制が構築されました。医療機関が連携を適切に行い、症状を訴える

方を孤立させない体制が、接種を受ける側にとっても行う側にとっても大きな

安心・安全につながると考えております。この体制を確実に機能するようにし

てい くことが私たちの責務と考えています。

また再開までに9年もの時間を要した要因として、不安を煽るような報道も大

きく関与しています。がんや異形成に対するワクチンの予防効果は国内外で十

分なエビデンスを得られており、国民やマスコミに対してエビデンスに基づ<

情報発信を行ない、信頼を醸成することが日本医師会の重要な役割であると思

います。このワクチン接種の再開は、医療に対する国民の信頼に関わる問題で

もあります。決して過去の繰り返しがあってはならないでしよう。

さらにはキャッチアップ世代への十分な接種勧奨、自費で接種をおこなった

方への償還払い、9価ワクチン接種を選択可とすることなども重要な課題で

す。ぜひ日本医師会として推進していただきたいと思います。

質問事項

  1. 子宮頸がん予防ワクチンの接種促進に向けて、日本医師会としてマスコミや

国民に対してどのように啓発に取リ組まれるかお聞かせください。

  2. キャッチアップ世代への接種勧奨、自費接種への償還払い、9価ワクチン接

種の選択などの課題についてはどのように考えておられるかお教え ください。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

208 高井康之 大阪府

題 名厳しさを増す政府の医療政策への日医としての対応方針決定の今後のあり方

について

背 景

今春の診療報酬改定において、リフィル処方せんの導入が突然決定されたことは、報道に

より知り大変驚いたところです。名目改定率はともかく、リフィル処方せんの導入、外来感

染対策向上加算の厳しい要件、オンライン診療の種々要件の撤廃など改定内容は、会員の期

待を裏切るものでした。また度重なる報道で、国民や与党をはじめとする政治家の日医に対

する信頼は崩れさってしまったと言わざるを得ません。政府の医療政策に関する動向・情報

をいち早く入手・分析し、その対策を、会長おひとりだけではなく、執行部でチームとして

練ることは日医に課せられた最重点課題であります。そのためにも政府・与党との関係をよ

り強化する必要があります。今後、財政健全化を掲げる政府からは、骨太の方針2 0 2 2に

記載されているような、より厳しい医療費抑制を意図した政策が提案されてくることが予想

されますが、日医としてどのように対応していくのか、決断される場合の新会長のスタンス

をお聞かせいただきたく存じます。

また最近では、診療報酬の個別の内容にフいても財務省が介入し、中医協で十分議論する
ことなく様々な改定内容が導入される傾向にあり、中医協のあり方についてもご意見いただ

ければと存じます。

さらに最近、「国民の信頼に応えるかかりつけ医として」が公表されました。私たち会員の

考えに一致するもので大変結構かと存じますが、村瀬元会長が掲げられた「かかりつけ医が

医療の基本」の理念や2013年の四病院団体協議会との合同提言とそれ程相違ないように思

われます。政府では、コロナ禍における医療の混乱を現在の医療提供体制の不備と決めつけ、

かかりつけ医の登録制、制度化も検討しようとしておりますが、日医の立場を国民に理解い

ただき、制度化による弊害を訴え、阻止するための日医の戦略をお聞かせいただきたく存じ

ます。

質問事項

  1. 今後日医が政府の医療政策に対応する場合、日医内部で十分に議論して決定していくベ

きと考えますが新会長の御意向をお聞かせください。

  2. 診療報酬改定において中医協に提出される前に実質上決定されている項目が増加してお

り、中医協が形骸化してきているように思われますが、今後の対応をお聞かせください。

  3. 今回、「国民の信頼に応えるかかりつけ医として」を公表された真意と「かかりつけ医」

の制度化の動きにどのように対応していかれるのか、ご説明いただきいと存じます。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

82   川島崇 群馬県

題 名

今回の診療報酬改定における「感染対策向上加算」等について

背 景

今回の診療報酬改定において「感染症対策」を強化したことは非常に重要

なことと思います。

ただ、内容を見ますと、必ずしも満足できないことが多々見られます。

感染症対策は本来、地区の実情にあったものが必要であり、一定の地域差

は必要と考えます。

加算1は重点医療機関、加算2は協力医療機関、加算3は診療・検査外来と

新型コロナ感染症の患者受入に対する対応だけで決められていますが、適切

ではありません。

本来は、その地区に必要な活動が出来ているかを重視するべきと思います。

大都市と違い、地方では人口も少ないため、新型コロナの患者を受け入れ、

地域での感染対策（他病院や高齢者施設への感染対策）を担っているのは中

小病院です。中小病院は重点医療機関の基準を満たすことが困難ですが、加

算1の病院として十分な活動をしていただいています。今後も、加算1の病

院として、地域での感染対策の中心となって活動していただきたいと考えて

います。

このような判断が出来るのは、医療の現場で働いている私たち医師会しか

有りません。

また、外来感染症対策におきましても、何が重要かの検討が十分になされ

ていません。

「新興感染症の発生等を想定した訓練の実施」も実態が不明です。それよ

りは、現在であれば、地域で、高齢者施設や障害者施設で感染対策を行った

り、クラスター対策を行うことは、新たな感染症に対する対策を学ぶ上でも

重要であり、そのような選択肢を作る必要があると思います。

サーベイランス加算ですが、院内感染対策サーベイランス（JANIS)や感染

対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランス

に参加して加算できます。との記載があるにもかかわらず、診療所で JANIS

に加わることは困難であり、J-SIPHEは、無床診療所が参加することは出来ま

せん。地区で行っている感染症発生動向調査などは適切なものと思われるが、

否定されてしまっています。地区で作ることも可能ですが、感染症発生動向

のように否定される可能性が高く、現実的でないと思われます。サーベイラ

ンス加算1点のハードルを上げる必要性は理解できません。本制度は、多く

の医療機関がサーベイランスの必要性を感じて感染対策に活かせるようにす

ることが重要と考えます。
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このままでは、せっかく出来た制度を十分に活かされないと考えます。

地域医療全体を知っており、大病院から中小病院や診療所にとって、どのよ

うな感染対策が必要で、適切かを考えられるのは日本医師会しかありません。

日本医師会が、中心となって具体的な提案を出すことが必要であり、日医

の案が実際の感染対策に資するかを議論しなくてはならないと考えます。

日本医師会のリーダーシップをもった対応を期待しています。

質問事項

・感染症対策加算の要件を地域の実情に合ったものにすること。

・感染対策の訓練の要件を適切なものとすること。

・診療所等に必要なサーベイランスを早急に作成すること。

等の感染対策についてより良い制度にするために、日本医師会の具体的な対

応を期待しますが、いかがでしょうか？

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。

15

15/30



代表質問用紙
議席番号 氏名 都道府県

323 菊池仁志 ネ国岡県

題 名

診療報酬改定について

背 景

令和4年度診療報酬改定では、医療機関における感染防止対策の評価

として従前の「感染防止対策加算Jが「感染対策向上加算Jにアップグレー

ドされ、診療所向けに「外来感染対策向上加算」が新設されました。

しかし、従来、新型コロナ患者受け入れ病床を確保し、「感染対策向

上加算1」あるいは「加算2」の算定要件を満たしていると考えられる医

療機関が、厚労省による診療報酬算定の疑義解釈資料によるところの

「重点医療機関Jまたは「協力医療機関』として、自治体から指定されてい

ないとの理由により、当該加算の算定を見送らざるを得ないという不可

解な事例が散見されております。このような事実は、コロナ患者の入院

引き受けを回避される実情を生み、国のコロナ政策と矛盾することにな

リます。さらに、「外来感染対策向上加算Jについては、関連する「連携

強化加算」および「サーベイランス強化加算」ともに、算定できる僅かな

点数に対して算定要件のハードルは高く、発熱外来等、今後も地域の医

療・感染対策に取り組む私どもに対して十分な評価を得ているとは考え

られません。そもそも、多忙な医療機関にとって、複雑な診療報酬改定

への対応に割ける時間は限られておリますが、患者に対して医療費の内

容を説明する責任上、°改定内容は把握していなければなリません。今後
は、診療報酬改定に関する簡素化や効率化が必要であリ、旧態依然のあ

リ方についても問題提起する時期かと存じます。

また、日本医師会執行部におかれましては、今回の診療報酬改定がプ

ラス改定であり、評価に値するという意見があるようですが、リフィル

処方の導入や、初診からのオンライン診療が算定可能となる等、本質的

には新型コロナ禍の経営難に追い打ちをかける厳しい内容であることは

否めません。特に、リフィル処方については、以前より財政当局から導

入を求められていたものの、重症化予防のための定期的な医学管理の重

要性を主張することで導入が見送られてきた経緯があります。日本医師

会は、5月6日付発出文書において、リフィル処方を診療報酬改定率と

取引した事実はなく、高度な政治判断により導入されたとの見解を示さ

れましたが、新型コロナの感染拡大に端を発した受診控えを払拭しなけ

ればならないこのタイミングで何故導入されたのか、高度な政治判断と

は前述の医学的見地を覆すに足るものなのか理解に苦しみます。

質問事項

感染対策向上加算等診療報酬における算定要件の煩雑化およびリフィ

ル処方の導入等、今回の診療報酬改定が会員医療機関に混乱を招いたこ

とにつきまして、日医としてどのように受け止めているのか、ご見解を

ご説明頂きたく存じます。

※背景と貫問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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第152回日本医師会臨時代議員会

代表質問用紙

議席番号   氏名 都道府県

329 釣船崇仁 長崎県

題名

外来感染対策向上加算の算定について

背景

令和4年度の診療報酬改定の基本方針の「基本的視点と具体的方向性」の1番目の項目

として「新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供

体制の構築【重点課題】」が挙げられた。その一つが「感染対策向上加算」の見直しである。

また、外来診療においても、平時からの感染症対策を評価する点数として、コロナ患者以外

の患者についても算定可能な“外来感染対策向上加算”が新設された。

日医の診療報酬改定説明会では、「広く申請して算定していただきたい。」と説明が

あったが、その実、施設基準の条件が厳しぐ多くの医療機関では届出していないのが現状

のようである。

感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関、又は地域の医師会が定期的に主催する

院内感染対策に関する°カンファレンスの具体的な内容や、これに付随する“連携強化加算”

の施設基準である「1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について

報告すること」についても疑義解釈では示されているが具体的内容が分かり難ぐ加算1を

届けた医療機関や郡市医師会から戸惑いの声があがっている。

コロナ診療を行わなくとも、院内感染防止に努めている医療機関が全国でほとんどであ

ると考えるが、今回の内容では多くの医療機関は届け出ができないものと考える。届け出た

としても経過措置が終わる1年後には実績を満たすことができずに届け出を取り下げる

医療機関もでて くるものと考える。

医療機関が算定を躊躇するような診療点数であっては感染対策に繋がらず、基本方針に

掲げた「効率的・効果的で質の高い医療供給体制の構築」達成もおぼつかない。目的達成の

ために全ての医療機関が算定できるように「外来感染対策向上加算」の算定条件を緩和する

ように、速やかに政府と交渉していただきたい。

日医の考えをお聞きしたい。

質問事項

今回の診療報酬改定について、日医はどのように考えているのか。

また、「外来感染対策向上加算」の算定条件を緩和して、感染症対策を行っている全て

の医療機関が算定できるように速やかに政府と交渉していただきたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

194
越智眞一 滋賀県

題 名特定化学物質等予防規則の廃止について

背 景

厚生労働省は2年前から特定化学物質等障害予防規則を廃止しようとしている。しかしなが

ら、平成24年3月に大阪府内の印刷事業場では胆管がん、平成27年12月には福井で尿路系腫瘍

が問題となった。また、昨年4月27日に開催された「職場における化学物質等の管理のあり方

に関する検討会」資料によると、日本において職業がんとして把握されているのは、石綿に

よる肺がん及び中皮腫として労災認定されている年間約900人のほか、職業がんとして労災認

定されている20人程度である。一方、EUでは職業がん罹患数年間12万人うち死亡8万人、イ

ギリスでは職業がん罹患数年間1.8万人うち死亡9千人、アメリカでは職業がん罹患推計年間

4. 6~9. 2万人であり、日本の報告は諸外国と比べても極端に少なく職業がんは把握できてい

ないと思われる。

質問事項

このような状態で特定化学物質等障害予防規則を廃止することは、対策の後退であり、ま

た、行政の責任回避と考えざるを得ないが、日本医師会としてはどのような対応を考えてお

られるのでしようか。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

295 若林久男 香川県

題 名

全国の勤務医の意見を集約し、日本医師会の施策に反映させる具体

的体制の構築について

背 景

日本医師会の全会員に対する勤務医会員比率は、令和3年11月には50. 4%と過半

数を超え、さらに都道府県医師会では、勤務医の比率が60%を超える道県は12を数

える。会員数の上で、勤務医は存在感を増している。そして、今回のコロナ禍では、

全国各地の医療機関における病床のひっ迫、医療崩壊が危惧されるほどの医療機関

への大きな圧迫から、一時多くの勤務医の疲弊が限界に達するなど、勤務医の働く

環境に大きな影響を及ぼし、過酷な医療現場への世の中の関心も高くなっている。

さらに、今後進められる医師の働き方改革や、感染対応なども踏まえて再度議論が

求められる地域医療構想、医師偏在対策、新専門医制度や女性医師の働き方など現

在進行中の医療制度改革は、全て勤務医たちが主役の重要かつ喫緊の医療政策課題

である。したがって、国の施策に幅広く医師の意見を反映させる役割を持つ日本医

師会においては、全国の医療現場の勤務医の意見を拾い上げ、集約し、効果的に施

策に反映させていく機能が必須である。

年齢、診療科、所属する組織での立場によって、価値観が多様な勤務医の意見を

いかに取り上げていくかについては課題も多く、これまで、日本医師会勤務医委員

会が、都道府県医師会における好事例の情報を共有しつつ、全国医師会勤務医部会

連絡協議会等とも連動しながら、会長諮問への答申の形で、政策提言を行ってきた。

一方、従来の運営の中で、勤務医の多様な意見に十分に対応しきれなかった面も否

めない。このため、前期の勤務医委員会の答申の中に、全国8医師会ブロックでの

常設勤務医部会・委員会を設置するなど地域における勤務医の意見集約を行う制度

構築の提言も行ったところである。さらに次の段階として、各ブロックにおける意

見・提言を、全国的に集約する仕組み作りが重要と考える。すなわち、より多くの

勤務医が日本医師会の活動に興味を持ち、積極的に参加したいと思える組織となる

ためには、やはり現場の勤務医たちの声を丹念に拾い上げて施策に反映し、勤務医

の働く環境の整備や処遇の向上につなげていく具体的機能の早期の確立を、是非、

望みたい。

質問事項

全国の勤務医の意見を集約し、日本医師会の施策に反映させる具体的体制の構築

をいかに実現させていくか、また、その中で、会内の勤務医委員会の果たす役割等

について、お伺いしたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号   氏名 都道府県

10 安藤健二郎 宮城県

題名

地域包括ケア病棟の在宅や介護施設からの患者の受け入れについて

背景
2 014年度診療報酬改定で新設された地域包括ケア病棟は「急性期治療を経過

した患者を受け入れる機能（ポストアキュート）」「在宅療養中の患者の急変を受け

入れる機能（サブアキュート）」「患者の在宅・生活復帰支援等を行う機能」の3つ

を有して地域包括ケアシステムを支える役割を担うものとされ、今や届出病床数は

全国で約9万床に達している。

しかし、特に2 0 0床以上の急性期主体の病院に設けられた地域包括ケア病棟に

おいては自院で急性期治療を終えた患者を転棟させる、ポストアキュートに偏った

利用が主となり、本来的意義が果たされなくなっていた。

今回、2 0 2 2度診療報酬改定ではポストアキュート偏重に軌道修正がなされ、

サブアキュートにこれまで以上の比率が求められることになった。地域医療に携わ

る診療所の立場からは在宅や介護施設の患者の緊急入院のハードルが下がること

に期待を寄せている。

一方、病院側からみれば、サブアキュートを受けるためにベッドを空かせて臨時

の入院を待つよりも、機能に関らず満床にしておくほうが経営上有利な可能性があ

り、結局、自院外からの入院がいつでも受け入れられる体制にはならない懸念があ

 る。

今後の高齢者人口の増加で在宅や介護施設の緊急入院が増えることは必至であ

る。一般救急医療への負担を軽減するためにも、地域の在宅・介護施設の緊急入院

が地域包括ケア病棟に優先的に受け入れられる仕組みが不可欠と考える。

質問事項

地域包括ケア病棟を有する病院が、在宅・介護施設から緊急入院を受け入れるた

めに地域包括ケア病棟に空床を準備した場合、診療報酬上の評価があるべきと考え

るが、いかがか。

0医の考えを問いたい。

※背景と質問事項をあわせて代表質問は1，400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙
議席番号 氏名 都道府県

315 松浦弘 福岡県

題 名

  ジェネリック医薬品について一
背 景

一部の後発医薬品製造販売企業の品質管理体制の不備等に端を発した

医薬品の供給不足について、厚労省は、日本製薬団体連合会等関係団体

に対し出荷調整の解除等を求め、医療機関には買い占めを控え必要最低

限の発注等を要請しております。

一刻も早く医薬品の安定供給が再開されるよう、私たちも厚労省の提

言に協力する必要があるかと存じますが、報道等で周知のとおり、今日

の異常事態ともいえる医薬品の供給不足は、政府が医療費抑制政策の一

環として闇雲に後発医薬品の使用を推進してきた結果生じた問題であ

り、まずは政府が全力で事態の収拾に努める必要があります。

新型コロナ感染急拡大時のマスク不足は記憶に新しいところですが、

後発医薬品の原薬の多くについても海外より輸入していることから、国

内の医薬品供給量は常に原薬製造国の都合に左右され、突発的な供給停

止と供給再開が繰り返されるようになりました。

これもひとえに、政府が医療費抑制に躍起になるあまり、リスクマネ

ジメントを怠った結果であり、我が国が世界に誇る国民皆保険制度と質

の高い医療提供体制が他国に依存せざるを得ない危機的な状況に陥って

いる何よりの証左ではないでしようか。

また、日本医師会は、3月2 9日付発出文書において、日本製薬団体

連合会および日本製薬工業協会会長に対して供給不足解消について要望

書を発出し、両団体よリ安定供給確保に向けた最大限の対応を実施・継

続するとの回答を得た旨を会員医療機関へ周知されましたが、てんかん

の患者に従来処方していた薬剤が入手できないことから、やむを得ず別

の薬剤を処方したことで病状が不安定になった事例や、特定の抗がん剤

が流通不足となリ、がん患者の治療に深刻な影響をおよぼしておリ、例

を挙げれば枚挙にいとまがないのが現状で、突発的な医薬品の供給停止

等によリ、診療に支障をきたし医療現場に無用な混乱を招いておリま

す。自己完結型の医療提供体制を整備し、あまねく患者を救うために、

日医は、政府主導の後発医薬品偏重主義を毅然として否定すべきと存じ

ます。

質問事項

前述の3月2 9日付日本医師会発出文書には、「本会といたしまして

は、今後も国及び企業の取組みを注視し、継続的に進涉報告を求めると

ともに、医薬品の供給状況の速やかな改善に向けて、国に対して提言し

てまいります。」とあります。文書発出以降、日医から国および企業に

対してどのような提言をされたかお聞かせ頂きた く存じます。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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 1 7 0 6 1 一般社団法人埼玉県医師会総α務課
9999 99

2022年 6月27日月曜日

I働き方改鞋般「課題鍵!の窓口謳を厚労省に要望J城守常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】今年3月に医師独自の宿日直許可基準の策定などにつ

いて、日医、四病院団体協議会、全国有床診療所連絡協議会と連名で、厚生労働相に

要望書を提出した。要望書では、医師独自の宿日直許可基準の策定とともに、厚生労

働省内への相談窓口の設置や、時間外労働の上限規制の罰則適用の猶予を求めた。

要望書を受けて、4月、厚労省に宿日直許可申請に関する相談窓口が開設され、医

療機関からの許可申請に関するさまざまな疑問や、労働基準監督署での相談内容を本

省にも相談したいといった要望への対応が始まった。厚労省の報告では、5月までの2

力月間に82件の相談が寄せられ、相談窓口に相談したことが契機となって宿日直許可

の取得に至った事例もあると聞いている。このように医師の宿日直許可が地域医療に

及ぼす影響を厚労省が理解し、現場の労基署などにもそれが伝わり、前向きに対応し

ていただくようになった点は評価できると思うが、現在の許可基準の見直しには至っ

ておらず、許可がなかなか得られないという状況は変わっていない。

医師の働き方改革の施行に向けた準備状況だが、4月に厚労省が全国の病院を対象に

実施した調査では、非常勤医師の医師派遣の中止・削減の意向があると回答した病院は

大学病院本院で4%だったが、副業・兼業先を含めて時間外・休日労働時間を把握でき

ていると回答したのは大学病院本院で24%にすぎない状況だった。厚労省もこの調査だ

けでは総合的な実態の評価ができないと判断し、現在、大学病院に対してあらためて調

査を実施中だ。日医でも救急医療を担っている医療機関を対象に、宿日直許可の取得状

況だけでなく、当直時の非常勤医師の割合など、詳細な調査を現在実施している。

日医としては、厚労省の相談窓口に寄せられた相談内容の分析や、厚労省や日医の

調査の結果などを踏まえ、今後も宿日直許可基準の見直しについて、粘り強く政府・

与党や厚労省などに幅広く訴えていく。

一方、これまでの状況から、時間的に十分な見直しに至らない可能性も考慮しなけ

ればならない。このため各地域医師会においては、現在の許可基準のまま2024年度を

迎えた場合に想定される地域医療への影響度を、可能な限り年内に把握していただけ

るようお願いしたい。さらに、その情報を日医に届けていただくとともに、地域医療

対策協議会などで各自治体と課題の共有や対応策の協議をお願いする。

日医は医師の働き方改革全般において、自治体だけでは解決できない課題や要望を

集約できる窓口の設置を厚労省に早急に求めている。

日医は新型コロナのまん延を契機に、全国知事会とさまざまな課題について適宜、

意見交換や協議を行うなど、緊密に連携している。先生方から頂いた各地域の現状や

課題についても知事会とより一層連携・協力し、働き方改革の推進と地域医療の確保

という極めて困難な命題に対して解決する筋道を見いだしていきたい。

【鈴木伸和代議員（北海道）の代表質問に対する答弁】
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I消翻損猷の醸鯛啜戲率含めた見直し」要望へ宮川常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】控除対象外消費税は、多くの医療機関にとって大きな

負担となっている。現在の状況が放置されたまま消費税率が引き上げられた場合には、

医療機関の経営が立ちゆかない状況が到来し、国民の医療にも大きな障害となり、医

療に関する税制の最重要課題であるのみならず、国として取り組むべき喫緊の課題と

認識している。

日医では医業税制検討委員会を中心に、次の税率引き上げ時までに控除対象外消費

税負担解消への解決策が実現できるよう、あらゆる選択肢を排除せず検討を進めてき

た。その結果、非課税制度の下での税制による解決策が受け入れられなかったことを

踏まえ、課税取引への転換が有力な選択肢として位置付けられる一方、小規模医療機

関等への影響も十分に配慮して慎重に検討する必要があることがあらためて認識され

た。かかる認識の下、同委員会より「小規模医療機関等、一定の医療機関においては、

従前通り非課税のまま診療報酬上の補填を継続しつつ、消費税負担の大きな医療機関

においては、軽減税率による課税取引に改めることを含めた税制の見直しを提言する」

との答申を5月にいただいた。本答申の提言を踏まえ、日医の次年度要望を8月中に取

りまとめるベく、今後、執行部において検討を進めていく。

  * 一方、本解決策の実現に向けては、いくつかの課題を乗り越えていかなければなら

ない。第1の課題は、課税制度と非課税制度が併存することについて、患者や保険者

の理解、さらには国民の理解を得ることが不可欠となることだ。

第2の課題は、課税制度を適用する医療機関に対する診療報酬は、現行の点数から

消費税相当額の補填部分の「引きはがし」が想定されることだ。これについては医療

界の認識を深めることはもちろん必要だが、与党の厚生労働部会・税制調査会の国会

議員先生方の理解・支援をいただくことが不可欠と考えている。一方、非課税制度を

適用する医療機関に対しては診療報酬上の補填を継続する必要があり、「補填の検証お

よび配点の精緻な見直し」が必要となる。これについては、中医協の消費税分科会にお

ける議論を中心として厚生労働省にたゆまぬ検証と適切な見直しを厳しく求めていく。

第3の課題は、課税の医療機関と非課税の医療機関の線引きだ・例えば、病院と診療

所で分ける方法、病床数や病床の有無で分ける方法、収入の規模で分ける方法、あるい

は医療機関による選択で線引きする方法など、医療界の私たちが十分に議論をした上で、

要望活動に臨む必要がある。なお、今後、消費税率が段階的に引き上げられる可能性を

踏まえれば、一定規模以上の医療機関について、先んじて課税転換を要望しつつ、小規

模医療機関等への対応については引き続き検討を続けていくという方法もある。

以上のような、検討および合意を十分かつ丁寧に行い、医療界が一丸となって解決策の

実現を図ることを目指していく。【小泉ひろみ代議員（秋田）の代表質問に対する答弁】
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  I感染対策向上加算、一対象駄鵬」城守常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】感染対策向上加算は、地域の基幹病院と中小病院・診

療所が連携して地域全体を面として感染症対策を実施するための評価であり、その取

り組みが進められることが期待されている。ただ、現状では本当の意味での面的な感

染症対策の評価にはなっておらず、点と点をつなげたような体制評価にとどまってい

る。中小病院であっても地域における感染症対策で中心的役割を果たしている病院も

当然あるので、そこに対する適切な評価も行わなければならない。いろいろな観点を

盛り込んだ上で、もう少し対象医療機関を柔軟に広げることが必要だと考えている。

今後は、現場を知る地域医師会の活動から明らかになった課題等も踏まえながら、要

件の見直しを図っていくことを中医協の場で主張していく。

感染対策向上加算等で求められる「新興感染症の発生等を想定した訓練」について

は、今後厚生労働省にはより具体的な内容の提示を求めていく。地域の医師会には、

同加算1・2・3および外架感染対策向上加算を算定するそれぞれの医療機関との連携

が求められているので、医師会が病院と診療所の連携を促しつつ、中心的な役割を担

っていただき、その地域で必要とされる訓練を企画していただければと思う。

【川島崇代議員（群馬）の代表質問に対する答弁】

  I日医の結束「職こ見せる必要がある」城守常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】2022年度診療報酬改定は、財政当局から「躊躇なくマ

イナス改定を実施すべき」「医療提供体制改革なくして診療報酬改定なし」といった

意見が強硬に主張され、改定財源が大変厳しい中で決まった。われわれはそうした主

張に真っ向から反対しており、厚生労働省とともにそれを補強する医学的見地やエビ

デンスも提示し続けたが、妥協点が見いだせずマイナス改定が現実味を増すぎりぎり

の現状・状況の中で、何とか盛り返し獲得した改定財源であったと受け止めている。

施行からほぼ3力月が経過したが、さまざまな経過措置も講じられているので、改

定そのものを総括することは現段階ではできない。医療現場への影響については、中

医協で調査・検証し、次回改定で修正する流れが確立している。今後、社会保険診療

報酬檢討委員会で今回改定の評価をまとめていただくので、それを踏まえて、次回改

定に向けた準備をしていく。現場からいただく意見・指摘で次回改定前でも対応可能

なことは、その都度、厚労省と相談し対応していく。

診療報酬改定のみならず、全ての医療政策を国民の生命・健康に資するものにする

ためには、政治と交渉をしっかりする必要があり、日医の結束力を政治にしっかり見

せる必要がある。そのような意味でも7月の参院選は大変重要だ。

【菊池仁志代議員（福岡）、釣船崇仁代議員（長崎）の代表質問に対する答弁】

  11/17 《無断複写（転載・転送）禁止》

24/30

質問　Ｐ14日

質問　Ｐ１６・１７



7 0 61 —般社団法人埼玉県医師会総A務課御中
9999 99

分

12/17

   2022年一6月27日月曜日メ 丁・！ Jヌク人8一7 6 7号一2 一

一中医協の形骸化「膨台的な対応が必要J 長島常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】2001年に経済財政諮問会議の設置で官邸が医療政策の

主導権を握るようになるとともに、財務省に財政制度等審議会が設置された。官邸主導

の社会保障改革では政府支出を減らすために、中医協などの議論を飛び越えて、市場原

理主義的な改革案が並ぶようになった。これらは医療の質を向上させるとの建前になっ

ているが、実際にはそうではない改革案もかなり含まれている。それに対して、日医が

現場の声を丁寧に聞いて結集し、しっかりと反論しなければならないと考えている。

団塊の世代が後期高齢者になる25年までは高齢者医療費の伸びが急増する中で、立

て続けにさまざまな改革が行われてきた。しかし、26年以降は後期高齢者の増加率が

低下し、30年になると高齢者数が安定し始めることから、高齢化による医療費の伸び

はこれまでに比べると鈍化する。このような状況を踏まえ、中医協をはじめとした厚

生労働省の審議会などでしっかりと議論する必要がある。中医協などの議論が形骸化

しているという認識は共有しており、これには政治的な対応が必要だ。

参院選の後、「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の議論が本格化する見込み

だ。政府・与党の中でも，特に財政再建を重視する立場からは、厳しい意見が出てくる

ことが見込まれる。日医としては、必要な時に適切な医療にアクセスできる現在の仕組

みを守るよう主張していく。 【高井康之代議員（大阪〉の代表質問に対する答弁】

I地ケア病棟の餓確保、報酬上一醐難 江澤常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】自宅や介護施設等の在宅で療養を行っている患者の受

け入れの重要性を踏まえ、地域包括ケア病棟・病室を本来の在るべき姿に導くため、

今回の2022年度診療報酬改定では、本来の機能を発揮している医療機関をより評価す

る体系へと見直された。

(在宅・介護施設から緊急入院を受け入れるために）空床を準備した場合の診療報

酬上の評価について指摘いただいた。療養の給付に対して対価を支払うという診療報

酬の性質上、空床に対して報酬を求めることは困難と考える。

20年度入院医療等の調査において、地域包括ケア病棟入院料および地域包括ケア入

院医療管理料の集計による病床利用率は7割台から8割前後であり、あらかじめ空床を

確保しないと運営上、支障を来す医療機関は少ないとも察する。

今回の改定の医療現場での影響を調査・検証した上で、次回の改定に向けて、地域包括

ケア病棟・病床が在宅からの緊急入院のニーズにさらに応えていく役割も踏まえ、実態}こ

応じた検討を進めていく所存だ。【安藤健二郎代議員（富城）の代表質問に対する答弁】

12 / 17 《無断複写（転載・転送）禁止》
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Iかかりつけ醸能「釀醐の龍をわかりやすく願J錄常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】（日医が4月にまとめた）「国民の信頼に応えるかかりつ

け医として」は、コロナ禍でかかりつけ医機能の重要性があらためて認識され、かかり

つけ医へのニーズもより高まり、かつ多様化していることを踏まえ、かかりつけ医機能

を果たしていく医師の覚悟を示すものとして作成した。（その冒頭で）かかりつけ医は

患者の自由な意思によって選択されるものであり、患者にもっともふさわしい医師が誰

かを数値化して測定することはできないと断じた。一人一人の患者とかかりつけ医の信

頼関係が絶対的な基礎であるとの考えに基づくものだ。日医は、登録制ではなく、患者

が自分自身でかかりつけ医を決めることができ、必要な時に適切な医療にアクセスでき

る現在の仕組みを守り抜くことを、会員の先生方に手紙の中で約束した。

日医総研の調査では、「かかりつけ医がいないが、いると良いと思っている人」の

7L1%が情報不足と回答し、住民が必要とする情報を分かりやすく伝えることが重要と

された。日医としては、国民にかかりつけ医を持ってもらうため、各医療機関の機能や

専門の情報を分かりやすく提供することを提案する。そして、鈴木邦彦代議員が創設以

来深く関わってきた日医かかりつけ医機能研修制度で、かかりつけ医に求められる最新

の知見を学習できる環境を引き続き提供していく。こうした対応で、かかりつけ医機能

の強化につなげていきたい。 【鈴木邦彦代議員（茨城）の代表質問に対する答弁】

I学校医の地位向上、自治体首長に働き掛けを 鵬任理事
【日医代議員会・答弁要旨】学校医等の地位向上については、地域医療における学

校医の重要性を地域の方や学校関係者に理解いただき、学校医の意欲が向上するよう

になることが重要だ。

学校医および学校の産業医に対する報酬は、総務省より各自治体に対し地方財政措

置がなされている。地方財政措置による収入をどう使うかは各自治体の裁量であるた

め、通常は自治体の財政部局によりその配分が決定される。このため、教育委員会だ

けでなく自治体の予算の最終責任者である知事や市町村長に学校医の重要性を十分認

識していただくことが重要だ。この財源を確保・拡充するために、日医は文部科学省

と引き続き連携していくが、都道府県医師会、郡市区医師会においても地元の首長・

教育委員会へ働き掛けをお願いする。

現在、地域によっては学校医のなり手が不足し、負担感が増している状況がある。

このため、地域における学校医の在り方・役割を整理し明確に示していく必要がある。

さらなる学校医の地位向上には、都道府県医師会、郡市区医師会から提言や問題点

を挙げていただき、日医で対応策を検討して、中央教育審議会などで提言していきた

いと考えている。 【木下智弘代議員（和歌山）の代表質問に対する答弁】

13 / 17 《無断複写（転載・転送）禁止》
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  I組織率低下や若手医師の入会促進「喫緊の問題」松本会長
【日医代議員会・答弁要旨】組織率の低下や若手医師の医師会への入会促進は喫緊の

問題だ。組織力を考える場合、まず会員数、組織率という観点が対外的にも重要となるが、

一方で、いかに会員が一致団結して同じ方向を向いて活動を行うかといった側面も重要だ。

医師会の存在意義は、「国民の生命と健康を守ること」にあり、医師が患者・国民

に奉仕する活動を行うブラットフォームとしての機能を有していると考える。こうし

た意義を理解していただくには、医師会活動への参画なくしては非常に難しい面があ

る。そのため、来年度をめどに卒後5年間の会費免除を実施し、日医が広く門戸を開

いているというメッセージを発信していく。また、6年目以降のB会員の会費減額につ

いても検証していく。その上で、若い医師たちと誠実に向き合って、その声に耳を傾

けながら、国民医療の向上に向けた協働を呼び掛けていく。

さらに、医師会活動の原点である、全国の郡市区等医師会からも医療現場の実態を的

確にくみ取りながら、地域の声を中央につなぐ中で、全ての医師の期待に応えられる医

師会へと組織を一層強化していく。【猪口正孝代議員（東京）の代表質問に対する答弁】

  I若手医師にも医師会活動の勤を松本会長
【日医代議員会・答弁要旨】自身の専門分野での研鑽や診療をしている勤務医にと

って、医師会は、診療科や組織を超えての交流や診療を実践する上でその連携・協働

の場ともなる。入会に向けたメリット論のみならず、医師会組織の特性も十分に生か

しながら、医師会活動の魅力を若手の医師にも感じてもらえるよう、引き続き取り組

みを行っていく所存だ。なお、日医として勤務医の会費を見直すとした場合には、当

然のことながら都道府県医師会および郡市区等医師会等にも協力を求めていく。

リタイアされた勤務医会員に対する会費減免については、高齢者減免制度の要件見

直し等の観点からも、あわせて検証していく。同時に、例えば医賠責保険の廃業特則

や高齢者減免制度の周知等を通じて、医師会に残るメリットを再確認いただく中で、

会員継続に向けた呼び掛けを徹底していく。

同一県内で郡市区等医師会を移る場合の手続きの簡略化は、重要な観点だ。それぞ

れが別法人であるという根本的な問題はあるが、県内全ての郡市区等医師会が合意を

されれば、入退会ではなく異動手続きとして処理すること自体は可能と考える。日医

としては、会員各位の利便性の向上に資するよう、会員に関わる各種手続きや閲覧等

を医師自らがワンストップで実施できるようなシステムの段階的な構築に今後努めて

  いく。【伊在井みどり代議員（岐阜）の代表質問に対する答弁】
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I雛鴨一綬甜繡1職雜と崚していない」釧常鵬
【日医代議員会・答弁要旨】医薬品供給問題に関するさまざまな問題に関しては、

4月以降も、厚生労働省、製薬企業、関係団体への対応を継続している。行政処分を

受けた企業からは面談要望があり、不正に至った経緯説明を受け'、製造管理・品質管
理体制、品質保証体制、安全管理体制の一層の強化を強く要望している。

一部の医薬品を除き徐々に生産量が改善している現状ではあるが、まだまだ医療現

場では困窮していると認識している。医薬品の供給安定に対して、厚労省が実施して

いる対策の一つとして、医療上必要な医薬品のサプライチェーンの強靭化を図り、わ

が国における、安定確保医薬品の継続的な供給に資するような、国内に拠点を有する

事業者への医薬品の安定供給支援事業が2020年度より進められている。これまで抗菌

薬の製造業者であるMeUi Seikaファルマ、シオノギファーマ、ニプロファーマの3

社が採択され、22年度も70億円の予算が組まれている。これらの支援事業を注視し、

さらなる予算の拡大・拡充を要望している。

政府の後発医薬品における数値目標のみの使用促進は、後発品の安定供給とは一致

していない。引き続き、日医としては、厚労省、製薬企業、関係団体の取り組みを注

視し、安心・安全な医薬品が医療機関ならびに国民に届くようにしっかりと対応して

  いきたい。【松浦弘代議員（福岡）の代表質問に対する答弁】

  I産業醐修会、ウェブの新システム活用を神村常任賴
【日医代議員会・答弁要旨】日医では、産業医の研修のみならず、多くの場面でデ

ジタル化の重要性を強く認識している。個人のパソコン等で研修会に参加できるよう

「日本医師会Web研修システム」を開発しており、この新システムを使って、すでに

13件の研修が開催されている。

認定産業医研修会については、本人確認が必須であるため、AI顔認証による本人確

認機能を追加し、試行実施を重ねた上で、6月22日に新システムによる認定産業医研

修会の実施に係る留意事項を発出した。都道府県医師会主催による新システムでの認

定産業医研修会の開催申請は7月より受け付けを開始する。各都道府県医師会は、こ

のシステムを活用した研修会を開催するようお願いする。

個人のパソコンから随時受講可能なe-ラーニングについては、産業医学研修会では、

質問者と回答者の双方向性が求められているため、現在、研修会の単位として認めら

れていない。しかし、e-ラーニングに利点があることも認識している。今後の産業医

学研修会の在り方については、産業保健委員会で十分に議論して、日医として速やか

に結論を出したいと考えている。[水野重樹代議員（東京）の代表質問に対する答弁】
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纖任理事I HPVワクチンの啓発活動、「非常に重要」
【日医代議員会・答弁要旨】日医は（HPVワクチンについて）、これからの定期接種

の対象者はもちろん、この間に接種機会を逃した方に対しても、積極的に接種を受け

ていただくための啓発活動が非常に重要であると考えている。

一方で、ご指摘のように、HPVワクチン接種に対し国民が不安を抱いた経緯もあり、エ

ビデンスに基づいてワクチンの有効性や安全性、メリットやデメリットを冷静に判断し、

接種の可否を保護者や接種対象者が決められる環境整備が求められる。定期接種に携わる

医師はもとより、接種に直接携わっていない医師も共に、接種後に見られた症状を訴える

方を孤立させることなくしっかり受け止め、医療機関が適切に連携を行い、対応していく

体制づくりが重要となる。そのためには、地域の医師会、医療機関の協力が不可欠だ。

キャッチアップ世代への接種勧奨と定期接種の対象年齢を過ぎたために、任意で自

費接種で受けた方に対する償還払いについて、3年間と期間が限定されているため、

対象となる方への遺漏なき周知が必要だ。さまざまなルートで情報提供がなされるよ

う、国に求めていく。

9価ワクチンの定期接種化について現在、厚生労働省の検討会において審議が継続

されている。新たな選択肢として、早期に定期接種化が実現するよう、引き続き国に

  働き掛けていく。【村上美也子代議員（富山）の代表質問に対する答弁】

I「勤雛の競に耳を耐て」会務を運営 城守常髄事
【日医代議員会・答弁要旨】日医には勤務医委員会をはじめ、全国医師会勤務医部

会連絡協議会や都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会など、勤務医に関する事項

を協議する場がある。特に勤務医委員会には、全国各ブロック医師会よりご推薦の委

員に参画いただいているが、管理者の立場の方々が多いという現状もある。

勤務医委員会は基本的には、会長諮問に対して審議を行い、答申を行うことがミッ

ションとなるが、勤務医の声を会務に反映する観点より、諮問事項のみならず、勤務

医にとって関心の高い事項も適宜、検討いただいてきた経緯がある。

ブロック医師会よりご推薦の先生方には、ぜひともこれまで以上に、ご所属のブロッ

クや都道府県医師会でくみ取った現場の声、特に若い研修医から病院長、教授といった

管理者など、さまざまな立場の方々の意見を定期的に委員会にお寄せいただくとともに、

委員会の検討内容を各地域にお戻しいただくという重要な役割を担っていただきたい。

日医は今後とも、勤務医の意見令考え方にしっかりと耳を傾けながら、会務を運営

していくので、代議員におかれても、さらなるご支援をお願いする。

【若林久男代議員（香川）の代表質問に対する答弁】
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  I電磁的方法での役員麟、「システム構築を早急に検討」松本会長
【日医代議員会・答弁要旨】日医はわが国の医師を代表する唯一の団体であり、そ

の会長はじめ役員を選任・選定することは、代議員会が有する機能の中でもとりわけ

大きな関心が寄せられるし、厳正なる手続きが求められる。その意味からも、対面で

の選挙を前提とする方針ヒ変わりはないが、有事に備えた役員選挙制度を整備してお

くことの重要性は、ご指摘の通りだ。執行部としても、問題意識を共有している。

国の制度上、代議員会はテレビ会議システムでの開催が可能であり、書面による議決

権行使や電磁的方法による議決権行使も認められている。ただし、書面による議決権行

使により役員の選任・選定を行う場合には、立候補の辞退や再投票といった時に、いか

に対応するかが大きな課題になる。また、電磁的方法による議決権行使を導入する際の

課題としては、本人確認をどのように行うのか、システム不具合時の対応をいかにする

のか、システム構築にどれだけの費用がかかるのかなども検討しなければならない。

これらの課題を克服するに足る、公平中立な運営方法や電磁的方法による議決権行使の

ためのシステム等の構築について、今後早急にしっかりと検討していく。その結果、代議

員の先生方からご理解とご信頼をいただけるような成案を得たなら、代議員会正副議長を

はじめ、議事運営委員会ならびに選挙管理委員会にも諮りつつ、慎重かつ丁寧に対面によ

らない選挙制度の構築を図っていく。【沖中芳彦代議員（山口〉の代表質問に対する答弁】

  I化学糠の管理綱「安易に廃止されないよう注視j 神村常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】化学物質の管理方法が大きく変わることは、6月の本会

産業保健委員会答申でも今後の重要な課題として挙げられている。現在の化学物質の管

理は、特に有害性の高いとされた123物質について、特定化学物質障害予防規則を含む5

つの規則により管理されている。日医としても、これら5つの規則が廃止されることで、

職業がんなどの疾病が増加する可能性のあることは、ご懸念の通りだと考えている。

厚生労働省から公表された「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討

会」の報告書では、一部の規定を除き、5つの規則の5年後の廃itを想定はしている。

しかし、5年後の廃止検討の際には、新たに求められているところの企業による自律的

管理が定着しているか評価が行われる予定だ。この自律的管理の定着が不十分と判断し

た場合は、規則廃止を見直し、さらに5年後にあらためて評価を行うこととしている。

評価に関しては、日医でしっかりと注視し、必要に応じて申し入れを行う所存だ。

特定化学物質障害予防規則を含む5つの規則については、今回の化学物質の自律的管理に伴

い、安易に廃止されないよう日医として今後も注視していく。併せて、今回の改正において、

産業医の先生方が引き続き安心して活動していただけるよう、行政に強い申し入れを行うな

ど日医としても取り組んでいく所存だ。【越智眞一代議員（滋賀）の代表質問に対する答弁】
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郡市医師会別医師会員数（７月１日現在） 

            ならびに会員異動（６月分）について 

 
 
 

         （１）郡市医師会別医師会員数（別紙） 
 
 
         （２）令和４年６月１日～６月３０日までの、入会・退会･異動 

          にかかる報告。 （内訳は別紙） 
 
                今回報告数 ・・・・・・ １４４名 
                      入会 ・・・・・・  ７５名 
                      退会 ・・・・・・  ３９名（死亡 ４名） 
                      異動 ・・・・・・  ３０名 
 
 
 
 
 

1

桃木常任



　　　　　　

郡　市　医　師　会 Ａ１ Ａ２B Ｂ Ａ２C C 合　計

浦和医師会 322 110 152 7 34 625

川口市医師会 255 48 161 0 0 464

大宮医師会 288 84 232 12 75 691

川越市医師会 179 44 96 0 0 319

熊谷市医師会 125 22 73 0 0 220

行田市医師会 29 5 23 8 0 65

所沢市医師会 179 65 93 0 0 337

蕨戸田市医師会 114 18 56 1 0 189

北足立郡市医師会 151 54 95 0 6 306

上尾市医師会 92 17 53 0 0 162

朝霞地区医師会 186 36 119 5 0 346

草加八潮医師会 141 23 36 0 0 200

さいたま市与野医師会 69 11 43 13 2 138

入間地区医師会 71 20 38 0 0 129

飯能地区医師会 59 17 39 0 0 115

東入間医師会 123 39 53 0 0 215

坂戸鶴ヶ島医師会 91 21 27 0 0 139

狭山市医師会 62 21 51 0 0 134

比企医師会 115 23 69 0 0 207

秩父郡市医師会 74 30 14 0 0 118

本庄市児玉郡医師会 77 31 40 0 0 148

深谷寄居医師会 94 35 57 0 0 186

北埼玉医師会 70 29 18 0 0 117

南埼玉郡市医師会 142 48 69 0 0 259

越谷市医師会 141 52 192 51 41 477

春日部市医師会 103 36 91 0 1 231

岩槻医師会 50 30 43 0 0 123

北葛北部医師会 45 12 19 0 0 76

吉川松伏医師会 38 4 31 0 0 73

三郷市医師会 58 12 32 0 0 102

埼玉医科大学医師会 4 15 194 0 4 217

防衛医科大学校医師会 1 15 19 1 0 36

＊＊＊　総　計　＊＊＊ 3,548 1,027 2,328 98 163 7,164

前月比 0 0 -2 0 38 36

　　　　　【埼玉県医師会会員区分】
　　　　　　　　Ａ会員：日本医師会Ａ１
　　　　　　　　Ｂ会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ
　　　　　　　　Ｂ特会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ【大学医師会会員】
　　　　　　　　C会員：日本医師会Ａ２C・C

郡市医師会別医師会員数（令和4年7月1日現在）

2



    埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令4・6」6 ~令4・74 令和4年7月1日報告No.| 日本医師会用

年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

 変更事由β
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電g舌番77

FAX番号
備考

4/3/31 ヤマシタヒロシ 330-0071 048-711-3896

  B -退会 山下浩

4/4/!

浦和医師会

入会 精 カトウイクコ 330-0071 さいたま市浦和区上木崎4一4一 10 048-711-3896

B 加蒔郁子

4/4/1

浦和医師会

入会 皮 サ仆ウヒトシ 336-8522 さいたま市緑区大字=室2460 048-873-4111

齋藤京

4/4/1

浦和医師会

入会 小 アマノナオコ 336-8522 さいたま市禄区大字=室2460 048-873-4111

-* B 天野直子 さいたま市立病院

4/4/1

浦和医師会

入会   内：感内 カワダミキ 336-8522 さい卜ま市緑区大字=室2460 048-873-4111

B

川田真幹 さいたま市立病院

4/4/1

浦和医師会

入会 研修； シノサ’キミサト 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4 —9 一3 独行法)地域医療機能推進機楢 048-832-4951

-* A2C 篠崎美里

4/4/1

浦和医師会

入会

  -C
研修: イタニヨシロウ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4一9 一3 独行法)地域医療機能推進機構 048-832-4951

井谷善郎 埼玉メディカルセンター

4/4/1

浦和医師会

入会 研修' キムテツヒロ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4 一9 一3 独行法)地域医療機能推進機構 048-832-4951

-* c 金哲弘 埼玉メディカルセンター

4/4/!

浦和医師会

入会 研修： ゴトウカオルコ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4一9 一 3 独行法)地域医療機能推進機構 048-832-4951

-* c 後藤郁子 埼玉メディカルセンター

4/4/1

浦和医師会

入会 研修: トミタヒロム 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4 一9 一3 独行法〉地域医療機能推進機構 048-S32-495I

c

冨田熙

4/4/1

浦和医師会

管理者交代 脳外' サカタリュウイチ 330-0064 さいたま市浦和区岸町4一 18—19 医)容紘会 048-822-2220 施設・業務

―A2B その他の項目 坂田隆一

4/4/1

浦和医師会

管理者交代 ヨシれヨウコ 330-0064 さいたま市浦和区岸町4-18-19 医)容紘会 04S-S22-2220 施設・業務

―A2B その他の項目 吉岡容子

4/5/1

浦和医師会

内；循内タケイカス・ヤス 336-0017 さいたま市南区南浦和1-33-15 医)康泉会 048-811-2211

法人化 武居一康 ヴレースドル1階

4/5/1

浦和医師会

眼

トピタヒデアキ 336-0025 さいたま市南区文蔵2-5-19 医)奏心会 ◦48-714-0255

―A1 法人化 飛田秀明 太田ドル102

4/6/1

浦和医師会

眼 ヨネヤマリョウ 338-0837 さいたま市桜区田島5-22-23 一医)社団博風会 0^18-839-7707

―A2B <山諒

4/4/1

川口市医師会

内

マツモトマサカス’ 333-0835 川口市大字道台924 医)栄仁会 048-281-4191

―A1 松本昌和

4/4/1

川口市医師会

小

ウエノケンタロウ 333-0334 川口市安行領根岸3180 医)社団ナイズ 048-229-8156

-* A1 上野健太郎 イナ-ノモール川口 3階 キャップスクりーック川口

4/6/1

川口市医師会

内;小 マエノヒロアキ 333-0854 川口市芝富士1一14 一 29 O4S-268-1577

―* 5 転居 前納宏章 マエノ医院

4/4/1 研修 イ子カワハルナ 331-0054 さいたま市西区島根299-1 医財） 048-626-0011

A2C 市川晴采

4/4/!

大宮医師会

研修 ナ:|]ムラモモカ 331-0054 さいたま市西区島根299-1 医財） 048-626-0011

―A2C 中村百花

4/4/1

大宮医師会

入会 研修： イ付モモコ 331-0054 さいたま市西区島根299-1 医財） 048-626-0011

―A2C 飯名桃子

4/4/1

大宮医師会

研修： ツカモトケンタ 331-0054 さいたま市西区島根299-1 医財） 04S-626-0011

-* A2C 塚本健太 さいたま市民医療センター

4/4/1

大宮医師会

研修： サトウかンヒロ 331-0054 さいたま市西区島根299-1 医財） 048-626-0011

-A2C 佐藤克海

4/4/1

大宮医師会

研修： タカハシカで7キ 331-0054 さいたま市西区島根299-1 医財） 048-626-0011

-* A2C 高橋一朗

4/4/1

大宮医師会

入会 カナヤミホ 331-8577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665-6111

-* C 金谷美穂 彩の国東大宮メディカルセンター

4/4/1

大宮医師会

タツシロミナ 331-8577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665-6111

 ―C 達城美奈

4/4/1

大宮医師会

入会 研修 ナがイヤス川 331-8577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665-6111

-c 長井靖典

3
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     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令4.6.16 ~令4フ.4 令和4年・7月1日報告N。,2 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/4/1

大宮医師会

331-8577 医)社団協友会 04S-665-B111

 ―C 畏谷川絢哉 彩の国東大宮メ丁ィカルセンター

4/4/1

大宮医師会

へ・ップリュウ/スケ 331-S577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665-6111

 ―C 別府龍之介 彩の国東大宮メディカルセンター

4/4/1

大宮医師会

研修： ミウラュウヘイ 331-8577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665-6111

 ―c 三浦悠平 彩の国東大宮メディカルセンター

4/4/1

大宮医師会

ヨシヤマサトシ 331-8577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665-6111

 ―c 吉山慧 彩の国東大宮メディカルセンター

4/4/1

大宮医師会

研修： アサミヒテワプ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 048-647-2111

 ―c 淫見英伸

4/4/1

大富医師会

研修； アント'ウシオリ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 0^8-647-2111

 ―C 安藤史織

4/4/1

大富医師会

研修: イケノシンスケ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

一* c 池野信介

4/4/1

大宮医師会

研修： 仆ウケイスケ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-84フ 048-647-2111

 ―c 伊藤恵祐

4/4/1

大宮医師会

研修： 仆ウタケアキ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

 ―c 伊藤岳晟

4/4/1

大宮医師会

研修= イノウエタかン 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1一847 048-647-2111

-c 井上崇

4/4/1

大宮医師会

入会 研修： オオタケュウ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-84フ 048-647-2111

-c 大竹優

4/4/1

大宮医師会

オキーシトシアキ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2 HI

 ―c

4/4/1

大宮医師会

研修： オシサーカュウト 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

-* C

4/4/1

大宮医師会

研修： ;)]タヤマュウト 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一84フ 048-647-2111

 ―C 片山優翔

4/4/1

大宮医師会

研修' ¢トウサヤカ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 0^8-647-2111

 ―c 加藤清香

4/4/1

大富医師会

研修 コイケ7サタ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

 ―c 小池正隆

4/4/1

大富医師会

研修 コヅキAtコ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

一 c 小築香奈子

4/4/1

大宮医師会

入会 研修 シノデワエリナ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

 ―c 篠澤絵里菜

4/4/1

大宮医師会

入会 研修 シプヤナ朴 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

-* c 澁谷直人

4/4/1

大宮医師会

研修 シミス’カケル 3308503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 048-647-2111

 ―C 清水翔

4/4/1

大宮医師会

研修： シミス・ナオ 330-3503 さいナ-ま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

-* c 滑水采緒

4/4/1

大宮医師会

研修 スカ‘ヤサトミ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

 ―C 菅谷聡美

4/4/1

大富医師会

研修' スス・キナオ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-21H

c 鈴木采緒

4/4/1

大宮医師会

研修： タケイトシヤ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-84フ 048-647-2111

-c 武井稔弥

4/4/1

大宮医師会

入会 研修 タケ八ラエイシ:1ン 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 048-647-2111

 ―C 竹原英駿

4/4/1

大宮医師会

研修： ツツミカホ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

 ―C 堤香穂

4/4/1

大宮医師会

研修 ナカ’イシ"ヨウ 330-8503 さいたま市大富区天沼町1-847 048-647-2111

c

永井譲

4
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年月日

所属医師会

変更区分

会員翻

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/4/1

大宮医師会

研修 ごンヤ・？ 3ウイチロウ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 0^8-647-2111

一 c 西山陽一朗

4/4/1

大宮医師会

研條 フシ‘タミユウ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一347 048-647-2111

~* c 藤田実優

4/4/1

大宮医師会

研修 フシ汐ユウキ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-347 048-647-2111

~* c 藤田悠希

4/4/1

大宮医師会

研修 マエムラタクミ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 048-647-2111

—c 前村拓未

4/4/1

大宮医師会

研修 マツナカ’ユウリ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

-* c 松永悠里

4/4/1

大宮医師会

研修 モリヒロホ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847 048-647-2111

-* c 森弘帆

4/4ハ ヤマモトカイスケ 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1—847 048-647-2111

 ―C 山本快ft

4/4/28

大宮医師会

退職

内

ごンサ・ワケンシ・ 331-0073 さいたま市西区指扇領別所380-2 医)敬樹会 048-729-5737

A2B ―退会 西澤賢治 l，M・いドル2F-B

4/5/1

大宮医師会

異動

外

小外 イケダタロウ 337-0042 さいたま市見沼区南中野422-1  医） 048-685-1231

—' B 法人化 池田太郎 けいあいフアミリークリーツク

4/5/1

大宮医師会

小 コヌマノリヨシ 337-0042  医） 048-685-1231

一 A1 法人化

外

小外 小沼憲祥

4/5/1

大宮医師会

その他の項目

内

血内 つタナへ・ケン 337-0006 さいたま市見沼区島町393 医)社団結心会 048-748-5307

A1 法人化 渡邊健 ハレノ于ラス0捕?F

4/5/2

大宮医師会

胞段所在地変更  下レ 耳 マスタ'ヨシコ 331-0812 さいたま市北区宮原町1-563 048-653-7500

―A1 増田芳子

4/5/9

大宮医師会

死亡

内 小

スカ‘ヒロシ 331-0054 さいナ-ま市西区島根484-2 -医） 048-623-7311

A2B ―退会 須賀洋

4/5/10

大富医師会

精 イ'ノへ・コトエ 337-0024 さいたま市見沼区片柳1 医)社団輔仁会 048-683-1861

―A2B 磯部琴絵

4/5/10

大宮医師会

入会 小;精 コシーマヤスコ 337-0024 さいたま市見沼区片柳1 医)社団輔仁会 048-683-1861

―A2B 小’島寨キ

4/5/10

大宮医師会

呼内；精 ヒロセトモキ 337-0024 さい卜ま市見沼区片柳1 医)社団輔仁会 048-683-1861

―A2B 庚瀬友城

4/5/24

大宮医師会

形外 ヤマモ|・ユウスケ 331-8577 さいたま市北区土呂町1522 医)社団協友会 048-665づ111

B 山本有祐

4/5/31

大宮医師会

  内泌 サ¢ケイチロウ 337-0008 さいたま市見沼区春岡3-24-15 048-688-00B3

A1-退会 佐竹一郎 佐竹クリーック

4/6ZI

大宮医師会

  内腎内トヨタ‘アキラ 33フ-0042 さいたま市見沼区南中野860-1 医)社団千恵会 048-884-9919

A1 法人化 豊田朗 南斗クリーック

3/12/29

川越市医師会

退職

内

タカヤマヨシヒロ 350-1123 川越市脇田本町4-13  医） 049-242-0382

A1-退会 A山吉弘

4/3/31

川超市医師会

退会 退職

眼

ミス・カワアツシ 350-H23 川越市脇田本町4-13  医） 049-242-0382

A2B ―退会 水川淳

4/4/1

川越市医師会

内

スケカ’ワシンイ子ロウ 350-1123 川越市脇田本町4-13  医） 049-242-0382

―A1 助川憤一郎

4/4/1

川越市医師会

内:循内イノウエタッヤ 350-0062 川越市元町2-8-8 049-222-0326

―A2B 循外 井上龍也

4/5/20

川越市医師会

死亡   内小 オオハシオサム 350-1126 川越市旭町3-7-5  医） 049-245-1595

A2B -退会

皮

大橋修

4/5/31

川越市医師会

医師会の異動 産；婦 オオりホ*夕かン 350-1123 川越市脇田本町25-19 社会医療法人社団尚篤会 049-242-1181 東入間へ

  B -退会 大久保貴司

4/6/1

川越市医師会

消内'外 モ子ヅキトモユキ 350-0034 川越市仙波町2-9-2 医)財団献心会 O49-225-6B88

-A1 名称変更 腎内： 望月智行

4/6/1

川越市医師会

異動 消内: シトウカス'ヒサ 350-0034 川越市仙波町2-9-2 医)財団献心会 049-225-6888

—A2B 名称変更 紫藤和久

1

5
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年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号
備考

FAX番号

4/6/1

川越市医師会

その他の項目 消外； アサノサトシ 350-0034 川越市仙波町2—9 一 2 医)財団献心会 049-225-6888

B

名称変更 浅野聡

4/6/1

川越市医師会

消内；消外 り子タ・タカユキ 350-0034 川越市仙波町2 — 9 一2 医)財団献心会 049-225-6888

 ―B 内田隆行

4/6/1

川越市医師会

入会 消内:消外 夕がマコト 350-0034 川越市仙波町2-9-2 医)財団献心会 049-225-6888

 ―B 多貿誠 川越H陽センター・クリーック

4/6/1

川越市医師会

異動 消内：外 フシ・ノユキオ 350-1123 川越市脇田本町8-1  医） 049-293-1180

A1 名称変更   肛i消外藤野幸夫 "-PI ACE 6F MEDICITY 川越消化器クリーック

4/4/1

熊谷市医師会

異動 会員区分変更 整外： コンハンン 360-0013 熊谷市中西4-5-1 社医） 048-521-0065

  B A1 管理者交代 今野憤

4/4/1

熊谷市医師会

異動 会員区分変更

麻

ナカムラシンイ子 360-0013 熊谷市中西4-5-1 社医） 048-521-0065

A1―B 管理者交代 中村信一

4/4/1

行田市医師会

ェ八ラミノル 361-0056 行田市持田376 医)壮幸会 048-552-11H

A2C 江原稔

4/4/1

行田市医師会

研修' カヤマショウタイ 361-0056 行田市持田376 医)壮幸会 048-552-1111

一 A2C 掌山翔泰

4/4/1 入会 研修： コイワヤヨシコ 361-0056 行田市持田376 医)壮幸会 048-552,1111

―A2C 小岩屋佳子 行田総合病院

4/4/1

行田市医師会

サ仆ウカ仆 361-0056 医)壮幸会 048-552-1111

-* A2C 斎藤郁4

4/4/1

行田市医師会

研修' スス・キユミ 361-0056 行田市持田376 医)壮幸会 048-552-1111

―A2C 鈴木由美

4/5/23

所沢市医師会

ヨシカワテツオ 359-1106 社医)至仁会 04-2920-0500 病床数
他

一 A1 吉川哲夫 圏央所沢病院

4/5/30

所沢市医師会

現住所変更 内：呼内功がケンシ・ 359-1131 所沢市久米2196-5 04-2925-1585

B

転居 消内-循内額貿健治

4/8/!

所沢市医師会

  内・消内 ヨシハVン’メ 359-0002 所沢市中富北新田1865-1 医療生協さいたま生活協同組合 04-2942-0323

A2B - B 吉野董

4/3/31 退会 退職 外 アソカスソリ 335-0001 蕨市北町2-12-15 048-443-7953

A1-退会 - 向曽初埜 蕨市成人健診センター

4/5/1

北足立郡市医師会

内:心内ミヤモトシュウゴ 365-0068 鴻巣市愛の町44-1 048-595-1041

―A1 宮本修悟 愛の町ポピークリーック

4/6/1

北足立郡市医師会

消内 サ仆ウケイイチ 362-0806 北足立郡伊奈町小室9419 医)社団愛友会 048-721-3692

 ―B 唐藤敬一

4/6/2

北足立郡市医師会

現住所変更 その他の項目   リウ整外 オオノツカサ 363-0008 桶川市坂田1514  医） 048-728-1611

A1 )云唐 リハ： 大野司

4/6/7

北足立郡市医師会

内

ウチダタカヒロ 362-0S12 北足立郡伊奈町内宿台5-4 ―医)悠々会 048-728-9296

―* B 現住所変更 内田貴裕 内田クリーック

4/5/!

上尾市医師会

ヤマダシンヤ 362-0034 医)社団天翔会 048-782-8287

A1 法人化   小麻 山田晋也 イオンモール上尾・2F 2023

4/4/11

朝露地区医師会

異動 施設異動 移転 皮 タケムラツカサ 351-0033 朝霞市浜崎4-16-12 048-202-6663 施 S&TEL
ほか

―A1 施設所在地変更その他の項目 竹村司

4/4/30

朝8地区医師会

退会 その他 外 イイダマモル 351-0023 朝霞市満沼1340-1 医)社団武蔵野会 048-466-2055

  B 退会 飯田衛 TMGあさか医療センター

4/4/30

朝霞地区医師会

その他 小 コ八・ヤシ7スミ 351-0023 朝霞市溝沼1340-1 医)社団武蔵野会 0 相-466-2055

小林真澄 丁MGあさか医療センター

4/4/30

朝S地区医師会

内

ミスソコウスケ 351-0023 朝霞市溝沼1340-1 医)社団武蔵野会 048-46卜2055

  B —退会 水野耕介

4/4/30

朝S地区医師会

退会 その他 心内精 シムラアキヨシ 351-0114 和光市本町28-3 医)寿鶴会 048-464-5111

  B ・・・退会 志村哲祥

4/4/30

朝霞地区医師会

退職
内

ミツ八ーヤシヒロミ 351-0114 和光市本町28 —3 医)寿鶴会 048-464-5111

  B —退会 三ツ林裕巳

4/6/1

朝II地区医師会

アレ：耳 ミナミiスーヒコ 351-0022 朝S市東弁財1-5-18 医)社団睦和会 043-474-8733

—A1 1転居 法人化 雨和彦 カロータ2階
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埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書   令4.6.16 ~ 令4.7.4 令和4年7月1日報告 No.5

年月日

所属医師会
4/3/31

草加八潮医師会

退会

A1 一退会

4/2/7

さいたま市与野医師会
4/3/31

さいたま市与野医師会

退会

  A1 ―退会
4/3/31

さいたま市与野医師会

退会

A2C''―退会
4/3/31

さいたま市与野医師会一
4/3/31

さいたま市与野医師会

4/3/31

さいたま市与野医師会

4/3/31

さいたま市与野医師会
4/3/31

さいたま市与野医師会一
4/3/31

さいたま市与野医師会一
4/3/31

さいたま市与野医師会

4/3/31

さいたま市与野医師会

4/3/31

さいたま市与野医師会
  、4/3/31

さいたま市与野医師会
4/3/31

さいたま市与野医師会一
4/3/31

さいたま市与野医師会

4/3/31

さいたま市与野医師会

4/3/31

さいたま市与野医師会
4/4/30

さいたま市与野医師会
4/5/31

さいたま市与野医師会
4/2/28

入聞地区医師会
4/6/1

入間地区医師会
4/3/31

飯能地区医師会

変更区分

会貪褄則一

退会

B 一退会

退会

A2C ―"退会
退会

A2C ―退会

退会

A2C ―"'退会
退会

A2C "退会
退会

A2C '―退会
退会

A2C ―退会

退会

A2C'―"'退会
退会

A2C ―退会

退会

A2C 退会

退会

C ―退会

退会

  c ―退会
通会

  c 一退会
退会

A2C -退会

退会

A2C ―退会

退会

B —退会

退会

  A1 ―退会
退会

A2B -退会

変更事由|

’変更事由2
退職

死亡

退職

退職

退職

その他

その他

その他

その他

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

退職

入会

退会

  B ~退会
4/4/30

東入間医師会
4/6/1

東入間医師会
4/6/!

東入間医師会
4/6/3

東入間医師会

退会

B ―逗去
異動

A2B

異動

A1

異動

A1

変更事由3

変更事由、

退職

退職

その他の項目

€称変更
その他の項目

玄祥SE '
住居表示

’垣桂示女S

変更事由5

女更事由6
診療科目

3^

内

産婦

研修

研修

研修

研修

研修

研修

研修

研修

研修

研修

研修

消外

氏 名

*ワ/タツユキ

’尚罫雇崋
340-0043

セキネミヨ

'簡痕’みよ

338-0003

7ント・ウアキヒコ

‘安藤昭彦

330-8553

ホンダアヤノ

本多診乃

330-8553

ミスリ寸1rt

水野冴佳

330-8553

£ネキ・シマサ3

峯岸S代

330-8553

カナイケイイチロウ

金井慶一如

330-8553

イシダサトル

一右由"幅

330-8553

ホ□ヌシシ3ウタロウ

'§至正太郎

研修

研修

研修

研修

リハ

眼

産婦’

八キ・ワラユウスケ

萩原悠介

トチムラリヨウ5

楢#'亮太
タムラケンセイ

由#一案靖
セキュリナ

州・ ノリキ

地田憲生
ソント・ンファ

<東・峯…
十Uラユウスケ

半玩奏介
ヨシダリサ

吉田埋紗

ヤマグタツキ

iijs展函
アラオトシヒロ

一脊M斂弘
サ仆ウキミコ

<福黃美子

産婦産

心内；精

小

内；小

内 循内

内:消内

トミタマキ

富由寅来
ヨシタ’アツシ

吉E M
アラナiトシマサ

利昌'
ナカータイクコ

’永苗扁子
オキ・ソマサか:/

’小末曾正勝

郵便番号

草加市草加2-21-1

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

330-8553

住

所

さいたま市中央区本町東1一13 — 23

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1-5

さいたま市中央区新都心1—5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

医

療

機

関

草加市立病院

 医）

島田医院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1-5

さいたま市中央区新都心1一5

さいたま市中央区新都心1 一5

さいたま市中央区新都心1 一5

338-0002

358-0024

358-0024

357-0063

354-0017

354-0015

オキ’ソマサタカ

小木菅正隆
キシマサヤ

Was¢

354-0015

356-0056

さいたま市中央区下落台1024

入間市久保稲荷1 一29 — 3

イルマム3廬一

さいたま赤十字病院

さいたま赤+字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤+字病院

さいたま赤+字病院

さいたま赤+字病院

さいたま赤+宇病院

さいたま赤+字病院

与野眼科医院

医)社団桐杏会

入間市久保稲荷1 一29 — 3

イルマム3®一

飯能市飯能949-15

富士見市針ケ谷526— 1

富士見市東みずほ台2— 16— 10.

富士見市東みずほ台2-16-1Q

ふじみ野市うれし野1-6-6

メディカルバーク入間

医)社団桐杏会

メディカルパーク入間

医）弘心会

武蔵の森病院

医)恵愛会

恵愛病院

医)社団正心会

おぎそハートクリニック

医)社団正心会

‘おぎそハートクリニック

岸内科クリニック

日本医師会用
電話番号

"fax^^
048-946-2200

04B-946-2211

048-852-4452

048-854-2688

048-852-1111

048-852-3120

048-852-1111

048-852-3120

045-S52-UH

0^8-852-3120'
048-852-1111

〇48-852・312〇

048-852-1111

048-852-3120

048-852-1111

'048-852-3120

048-852-| 川

048-852-3120

048-852-1111

一048-852-3120

048-852-1111

'048-852-3120

048-852-1111

'048-852-3120

048-852-1111

048-852-3120

048-852-1111

048-郎2-3120

048-352-1111

048-852-3120

048-852-1111

048-852-3120

0^8-852-111!

648-852-3120
048-852-1111

648-852-3120

048-852-1111

048-郎2-3120

048-831-4287

048-831-5344

04-2966-8103

04-2966"8762
04-2966-8103

・04-2966-8702
042-983-1221

'042-983-1177

049-252-2121

049-252-2196

049-255-2000

049-255-3828

049-255-2000

649-255-3828'

049-256-2166

049-256-2167

備考
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埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書 令 4.6.16 令 4.7,4 令和4年7月1日報告 №.6 日本医師会用

年月日

所属医師会
4/6/1

深谷寄居医師会
4/5/1

南埼玉郡市医師会
4/4/19

越谷市医師会
4/5/24

越谷市医師会
4/5/25

越谷市医師会
4/4/1

春日部市医師会
4/5/20

北葛北部医師会
4/3/31

埼玉医科大学医師会一
4/4/1

埼玉医科大学医師会

変更区分

会員種別

入会

A1

異動

A1

退会

B 返去
異動

A1

入会

A1

入会

A2B

異動

A1

退会

  B ~退会
入会

変更事由1

変更事由2

施段所在地変更

  括鉉
死亡

現住所変更

転居

その他の項目

医師会の異動

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目

登外

アレ

産婦

小

内
内

婦

整外

感内

リハ

小

外

脳内

氏 名

オオ八マヒカル

大濱玄

オクヤマTi?

奥 iij一夫ーーー’
才Uラケ・fコ

'崗粁S字
オノトシアキ

小野敏明

7/9'オサム

角田修

カワイミヅホ

河台美津保

キムラタか>

未 Wftーーー
タチハ・ナヨウバ

立花陽明

オノダイスケ

’小罫'天®

郵便番号

366-0051

349-0217

343-0813

343-0828

343-0843

344-0006

340-0114

350-0495

350-8550

住

所

深谷市上柴町東4 一8 — 25

白岡市小久喜805-1

越谷市越ヶ谷1一15 —2

越谷市レイクタウン三丁目IH

イオンレイク欠>ンmori1階一

越谷市蒲生茜町17-4
廿ンライズ茜205号室

春日部市八丁目87-1

幸手市東2-40-10

入間郡毛呂山町毛呂本郷38

川越市鴨田1981

医 療 機 間

医)壁心会

おおはま整形外科

 医）

M山こどもクリニック
医)賢仁会

崖福人科菅原病院
医)社団ナイズ

キャップスクリニツク越谷レイクタウン

こしがや在宅クリニック

 医）

かすかベ整形外科・内科

 医）

"産婦人科木村医院

埼玉医科大学病院

電話番号

FAX番号

048-575-4154

'048-575-4155

0480-91-1020

0480-38-8686

048-卯4-3321

048-'964-3851

0^8-940-6813

・〇48-94〇-6314

048-945-0516

048-916-6424

048-760-2551

048-760-2552

0480-42-0222

*0480-42-5234
049-276-2107

049-294-8222

埼玉医科大学総合医療センター

O49-228-34QQ

049-226-5274'

備考

病床数

熊谷市へ
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